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序     文 
 

日本国政府は、ガーナ共和国（以下、「ガーナ」と記す）政府の要請に基づき、同国向けの貧

困農民支援（2KR）に係る調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構（JICA）がこの

調査を実施しました。 
当機構は、2012 年 8 月 26 日から 9 月 10 日まで調査団を現地に派遣しました。 
調査団は、ガーナ政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の国内作業を

経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 
この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 
ここに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
平成 24 年 10 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 
農村開発部長 熊代 輝義 
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クマシ市の農機部品の販売店（主要製造業者から タマレ市近郊における農民組織からの聞き取りの 

独自に部品を輸入し、廉価で販売する） 様子（ノーザン州における稲作の状況と機械の高い 

 ニーズが確認された） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農村では一般的に利用されている、モーターで駆 タマレ市における稲作の様子（土壌は完全に 

動するエンゲルバーグ式の精米機 乾いており、わずかな降雨で栽培する） 

（安価である一方、比較的性能は低い）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タマレ市に設立された AMSEC の敷地に置かれた 2007 年度 2KR で調達されたクボタのトラクター 

Farmtrac 社のトラクター（一般に流通していない （エンジン部品が入手できないためにエンジンご 

ため維持費が高くついている） と中古に交換している） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国の支援で調達されたコンバイン・ハーベスター クマシ市の灌漑スキームで稲作を行う農民組織が 

（今後、53 台が民間に販売される予定である） 利用するワンパス式の精米機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 年度 2KR で調達された刈り取り機（アフィフェ 一般的に行われる脱穀作業。稲をたたきつける際に 

灌漑スキームで利用されている。作業効果が確認 籾が散乱しロスとなっている 

されており、ニーズも高い）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AESD の敷地内に保管されている 2009 年度 2KR で 調査最終日に AESD 局長の執務室で行われた 

調達された灌漑用ポンプ 協議議事録（M/D）のサイン式の様子 

 

 

 



略 語 表 
 

略 語 欧 文 和 文 

2KR 
Second Kennedy Round/Grant Aid for the Increase 
of Food Production/Grant Assistance for 
Underprivileged Farmers 

食糧増産援助・貧困農民支援 

AESD Agricultural Engineering Services Directorate 農業技術サービス局 

AMSECs 
Agricultural Mechanization Services and Support 
Centers 

農業機械化サービスセンター 

CIDA Canadian International Development Agency カナダ国際開発庁 

CIF Cost, Insurance and Freight 運賃保険料込条件 

CPF Counterpart Fund 見返り資金 

DAC Development Assistance Committee 開発援助委員会 

DAES Directorate of Agricultural Extension Services 農業普及サービス局 

E/N Exchange Notes 交換公文 

FAO 
Food and Agriculture Organization for the United 
Nations 

国際連合食糧農業機関 

FAOSTAT FAO Statistical Database FAO 統計データベース 

FASDEP Food and Agriculture Sector Development Policy 食糧農業分野開発政策 

FBO Farmer-Based Organizations 農民組織 

FOB Free On Board 本船渡し条件 

GDP Gross Domestic Product 国内総生産 

GIDA Ghana Irrigation Development Authority ガーナ灌漑開発局 

GNP Gross National Product 国民総生産 

GPRS I Ghana Poverty Reduction Strategy I ガーナ貧困削減戦略 I 

GPRS II Ghana Poverty Reduction Strategy II ガーナ貧困削減戦略 II 

GRIB Ghana Rice Inter-professional Body ガーナコメ専門家協会 

GSGDA Ghana Shared Growth and Development Agenda ガーナ成長と開発アジェンダ 

GSS Ghana Statistical Service ガーナ統計局 

HP Horse Power 馬力 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

JICS Japan International Cooperation System 
一般財団法人日本国際協力シス

テム 

KR Kennedy Round/Food Aid 食糧援助 

M/D Minutes of Discussion 協議議事録 



METASIP Medium Term Agriculture Sector Investment Plan 中期農業分野投資計画 

MOFA Ministry of Food and Agriculture 食糧農業省 

MOFEP Ministry of Finance and Economic Planning 財務・経済計画省 

MTDPF Medium Term Development Plan Framework 中期開発計画枠組み 

NGO Non-Governmental Organizations 非政府組織 

NPK Nitrogen, Phosphate and Potassium 窒素・リン酸・カリ（肥料の成分）

NRDS National Rice Development Strategy 国家稲作振興戦略 

ODA Official Development Assistance 政府開発援助 

PPP Public-Private Partnership 官民パートナーシップ 

PRSP Poverty Reduction Strategy Papers 貧困削減戦略ペーパー 

SRID Statistics, Research and Information Directorate 統計調査情報局 

TCP Technical Cooperation Project 技術協力プロジェクト 

 

 

 



単位換算表 
 

面 積 

名 称 記 号 換算値 

平方メートル m2 （1）

アール a 100 

エーカー ac 4,047 

ヘクタール ha 10,000 

平方キロメートル km2 1,000,000 

 
容 積 

名 称 記 号 換算値 

リットル L (1) 

ガロン（英） gal 4.546 

立法メートル m3 1,000 

 
重 量 

名 称 記 号 換算値 

グラム g (1) 

キログラム kg 1,000 

トン t 1,000,000 

 
貨 幣 

GHS  ：ガーナセディ 
US$／USD ：米ドル 

 
円換算レート（2012 年 10 月 1 日） 

USD 1 = 約 77.68 円 
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第１章 調査の概要 
 
１－１ 調査の背景と目的 

１－１－１ 背 景 
日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環と

して成立した国際穀物協定の構成文書のひとつである食糧援助規約
1
に基づき、1968 年度から

食糧援助（以下、｢KR｣と記す）を開始した。  
一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「アメリカ又は受益国が要請する

場合には農業物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を

付した。これ以降、日本国政府は KR の枠組みにおいて、コメやムギなどの食糧に加え、食糧

増産に必要となる農業資機材についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を

開始した。 
1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援

助（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の「貧困農民支援」とともに

「2KR」と記す）」として新設した。 
以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力

を支援することが重要である」との観点から、2KR を実施してきた。 
2003 年度から外務省は、2KR の実施に際して、要望調査対象国のなかから、予算額、わが

国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案したうえで供与対象候補国を選定し、

JICA に調査の実施を指示することとした。 
また、以下の 3 点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 
① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務づけと見返り

資金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 
② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に 1 度の意見

交換会の制度化 
③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 
さらに、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自

給に向けた開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援していくこととし、裨益対

象を貧困農民、小農とすることを一層明確化するために、2005 年度より、「食糧増産援助」を

「貧困農民支援（Grant Assistance for Underprivileged Farmers）」に名称変更した。 
JICA は上述の背景を踏まえた 2KR に関する総合的な検討を行うため、「貧困農民支援の制

度設計に係る基礎研究（フェーズⅡ）」（2006 年 10 月～2007 年 3 月）を行い、より効果的な

事業実施のため、制度及び運用での改善案を取りまとめた。同基礎研究では、2KR の理念は、

「人間の安全保障の視点を重視して、持続的な食糧生産を行う食糧増産とともに貧困農民の

自立をめざすことで、食糧安全保障並びに貧困削減を図る」と定義し、農業資機材の投入に

より効率的な食糧生産を行う「持続的食糧生産アプローチ」及び見返り資金の小規模農民・

貧困農民への使用を主とする「貧困農民自立支援アプローチ」の 2 つのアプローチで構成され

るデュアル戦略が提言された。 
                                                        
1
  現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど 7 カ国、及び EU（欧州連合）とその加盟国が加

盟しており、日本の年間の最小拠出義務量はコムギ換算で 30 万 t となっている。 
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１－１－２ 目 的 
本調査は、ガーナ共和国（以下、「ガーナ」と記す）について、平成 24 年度の貧困農民支援

（2KR）供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討することを

目的として実施した。 
 

１－２ 体制と手法  

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。 
現地調査においては、ガーナ中央、地方政府関係者、農家及び農民グループ、国際機関、資

機材輸入、販売企業、資機材配布機関／業者等との協議、サイト調査、資料収集を行い、ガーナ

における 2KR のニーズ及び実施体制を確認するとともに、2KR に対する関係者の評価を聴取し

た。帰国後の国内解析においては、現地調査の結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を

行った。 
 

１－３ 調査団構成 

担当分野 氏 名 所 属 

団長／総括 相良 冬木 
独立行政法人国際協力機構（JICA） 
ガーナ事務所 次長 

計画管理 林 信秀 
独立行政法人国際協力機構（JICA） 
ガーナ事務所 企画調査員 

貧困農民支援・ 
資機材計画 

徳岡 泰輔 株式会社タスクアソシエーツ 

調達管理計画 柏崎 兼二 
一般財団法人日本国際協力システム（JICS） 
業務第二部機材第一課 
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１－４ 現地調査日程（2012 年 8 月 26 日～9 月 10 日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１－５ 面談者リスト 

＜ガーナ側＞ 
（１）食糧農業省（Ministry of Food and Agriculture：MOFA） 

１）農業技術サービス局（Agricultural Engineering Services Directorate：AESD） 
Ing. Joseph Kwasi Boamah 氏 Director 
Emmanuel Owusu Oppong 氏 Deputy Director 

JICA Ghana Office Dr. Tokuoka Mr. Kashiwazaki
26-Aug Sun 22:00 Depart from Tokyo (EK319)

27-Aug Mon

 16:00 Mtg with JICA Ghana Office

03:50 Arrive in Dubai
07:30 Depart from Dubai (EK787)
12:00 Arrive in Accra
 16:00 Mtg with JICA Ghana Office

Accra

28-Aug Tue Accra

29-Aug Wed Accra

30-Aug Thu Accra

31-Aug Fri Tamale

1-Sep Sat 22:00 Depart from Tokyo (JL5195) Accra

2-Sep Sun
03:50 Arrive in Dubai
07:30 Depart from Dubai (EK787)
12:00 Arrive in Accra

Accra

3-Sep Mon Accra

4-Sep Tue Accra

5-Sep Wed Kumasi

6-Sep Thu Accra

7-Sep Fri Accra

8-Sep Sat
9-Sep Sun

10-Sep Mon

Accommodation

Visit Rice Farming Area around Accra (Asutuare/Afife)
Visit Tema Port
Visit Ghana Ports and Harbors Authority

Depart from Accra (By Air)
Arrive in Kumasi
Mtg with MOFA A/R
Mtg with Project for Sustainable Development of Rain-fed Lowland Rice Production
Depart from Kumasi (By Air)
Arrive in Accra

Depart from Kumasi (By Air)
Arrive in Accra
10:30 Mtg in JICA Office to finalize the Minutes of Discution
11:30 Mtg with FAO
14:30 Interview for Private Agent

10:30 Signing of Minutes of Discussion
11:30 Reporting to EOJ
16:00 Reporting to JICA Ghana Office

17:35 Depart from Accra (EK788)

Document Preparation

05:50 Arrive in Dubai
02:50 Depart from Dubai (EK318)
17:35 Arrive in Tokyo

Date
Activities

8:00 Mtg with JICA Ghana Office
10:00 Mtg with AESD
13:00 Mtg with MoFEP
15:00 Interview with Rice Retailers and Agric Machinery Agents

09:00 Mtg with JICA Ghana Office
11:00 Mtg with EoJ
14:00 Mtg with AESD

08:30 Mtg with AESD
Interview with Retail shops (selling milling machines, threshers, etc.) in Accra

interview with Agric Machinery Agents
Market Observation
Interview with Retail shops (selling milling machines, threshers, etc.) in Accra

Depart from Accra (By Air)
Arrive in Tamale
Mtg with MOFA N/R
Field Visit and Interview with Farmers' Group and AMSEC
Interview with Retail shops (selling milling machines, threshers, etc.) in
Tamale

Depart from Tamale (By Air)
Arrive in Accra
Interview with Retail shops (selling milling machines, threshers, etc.)
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George K. A. Brantuo 氏 Deputy Director – Engineering 
２）農業普及サービス局（Directorate of Agricultural Extension Services：DAES） 

Theophilus Osei Owusu 氏 Deputy Director 
 
（２）財務・経済計画省（Ministry of Finance and Economic Planning：MOFEP） 

Yaw Okyere-Nyako 氏 Director, ERM-Bilateral 
 
（３）ノーザン州農業事務所 

Boakye Acheampong 氏 Regional Director 
Abdelai I. Adama 氏 Regional Engineer 

 
（４）アシャンティ州アヌ谷灌漑スキーム（Anum Valley Irrigation Scheme） 

Paul Amo 氏 Scheme Manager 
 
（５）ボルタ州アフィフェ灌漑スキーム（Afife Irrigation Scheme） 

Samuel Boakye 氏 Scheme Manager 
 
（６）農 民 

１）ボルタ州アフィフェ灌漑スキーム農家 
William Noi 氏  

２）グレーター・アクラ州アシュトゥレ灌漑スキーム農家 
Ernest Copodo 氏  

 
（７）農業機材販売業者 

１）Mechaniccal Lloyd Co. Ltd.（マセー・ファーガソン製品ディーラー） 
Issac Osei Kofi 氏 Sales Manager 

２）CFAO Equipment（ニューホランド製品ディーラー） 
Alexis Madrange 氏 Managing Director 

３）RST Company Ltd.（中国製農機ディーラー） 
Sampson A. Tetteh General Manager 

４）AMSG Ltd.（ヤンマー製品ディーラー） 
田村一芳氏 Chairman 

 
（８）農業機械化サービスセンター（Agricultural Mechanization Service and Support Centers：

AMSECs） 
Goodman & Son Co.（ノーザン州タマレの AMSEC） 
Alhaji Mamudu Alhassan 氏 President 

 
（９）国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of United Nations：FAO） 

Musa Saihou Mbenga 氏 Deputy Regional Representative for Africa 
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Sohie Tadria 氏 FAO Representative in Ghana 
 
（10）ガーナコメ専門家協会（Ghana Rice Inter-professional Body：GRIB） 

Paa Kwesi Forson AG. Executive Secretary 
 
＜日本側＞ 
（１）在ガーナ日本大使館 

本田 真一 一等書記官 
倉田 裕史 二等書記官 

 
（２）JICA ガーナ事務所 

稲村 次郎 所長 
 
（３）天水稲作持続的開発プロジェクト 

辻下 健二 チームリーダー／耕地整備専門家 
吉野 稔 栽培技術専門家 
竹本 将規 業務調整専門家 
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第２章 当該国における農業セクターの概要 
 
２－１ 農業セクターの現状と課題 

２－１－１ ガーナ経済における農業セクターの位置づけ 
 ガーナ経済において、農業セクターは長年基幹産業としての位置を占めてきた。表２－１

にみるように、2006 年を基準年とした国内総生産（GDP）のシェアを示す 2010 年の資料では、

農業セクターのシェアは 3 割程度となっており、その一方で、サービス業のシェアが大幅に伸

び、鉱工業は減少傾向にある。 
 

表２－１ 産業別国内総生産（GDP）の割合
*
 

（単位：％） 

 
*2006 年を基準年とした値 
出典：Agriculture in Ghana：Facts and Figures（2010）, Statistics, Research and Information Directorate（SRID）,   

2011 

 
農業セクターのガーナ経済における規模が相対的に縮小傾向にあるなかで、農業セクター

がガーナ産業において重要な柱として認識されているのは、雇用機会としての同セクターの

重要性にあるといえる。以下に示した産業別労働人口（表２－２）の現況についてみてみる

と、農林水産業に従事する労働人口は半分以上を占めており、男性に関していえば、およそ 6
割が農林水産業に従事している。また、2010 年の人口センサスによれば、約 250 万世帯が農

林水産業に従事しており、その約 95％が耕種農業に従事している
2
。他の産業労働人口と比較

すると、農業の占める割合が圧倒的であり、ガーナ国民にとって重要な産業であることが理

解できる。 
 

表２－２ 産業別労働人口割合 
（単位：％） 

 
 
 
 
 

出典：Ghana Living Standard Survey – Round 5, Ghana Statistical Survey, 2008 

 
主要製品の輸出実績を示した表２－３にみるように、ガーナにおいてもっとも重要な外貨

収入源となっているのは金である。全体の約 35％を占めており、増加傾向を示している。金

の次に重要な輸出品となっているのはカカオである。カカオの輸出額は国際市場価格に左右

されるため、不安定な側面をもっている。例えば、2003 年の実績額は全体の約 30％を占めて

いる一方で、2007 年の輸出額のそれは、21％に下がっている。以上のように、国際市場価格

によって変動する不安定な側面をもっているものの、ガーナにおいて重要な外貨獲得の手段

                                                        
2 “2010 Population & Household Census： Summary Report of Final Results, Ghana Statistical Service, 2012”, Table 31： 

Households engaged in agriculture by type of activity and region （p81）参照。 

セクター 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
農林水産業 40.3 39.5 30.4 29.1 31.0 31.7 30.2
鉱工業 32.6 32.9 20.8 20.7 20.4 18.9 18.6
サービス業 27.2 27.6 48.8 48.8 48.6 49.5 51.1

農業 漁業 鉱業 製造業 商業 運輸業 公務員 教育 その他

男性 59.1 2.3 1.1 8.5 8.4 5.2 2.1 3.6 9.7
女性 52.7 0.5 0.3 13.3 21.6 0.5 0.6 2.3 8.2
合計 55.8 1.4 0.7 10.9 15.2 2.8 1.4 2.9 8.9
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となっているといえる。 
 

表２－３ 主要製品別輸出実績 
（単位：百万 GHS） 

 
 
 
 

 
出典：Ghana in Figures 2008, Ghana Statistical Survey, 2008 

 
表２－４に示した穀類輸入額の推移にみるように、穀類の輸入額は全体として増加傾向に

ある。コムギとメイズの輸入量はその年によって変動しているが、特にコメについてはその

額において比較的高く、着実に増加している。こうした傾向から、コメがガーナの外貨流出

の一要因となっていることが理解できる。 
 

表２－４ 穀類輸入額の推移 
（単位：百万 GHS） 

 
 
 

 
出典：Agriculture in Ghana：Facts and Figures（2010）, Statistics, Research and Information Directorate（SRID）,   

2011 

 
以上、GDP、労働人口や輸出入状況などから、ガーナ経済における農業の位置づけを明ら

かにした。農業は、①食糧安全保障、②食糧及び食品加工工業に必要な農産物の確保、③外

貨獲得手段、④雇用の創出及び主に農村地域における収入の向上において、重要な位置づけ

にあるといえる。 
 

２－１－２ 自然環境条件 
ガーナは西アフリカ諸国のなかでも赤道に近く、ギニア湾に面している。国土面積は約 23

万 km2（日本のおよそ 3 分の 2）であり、隣接するトーゴやコートジボワールに並び、国土は

南北に長い方形になっている。地形は全体的に平坦である。国土の北西部の一部と、西部に

位置するブロン・アファフォ州から、アシャンティ州、東部州にかけて、東西に標高 300m か

ら 600m の丘陵地が横断しており、それ以外の地域はほとんど 300m 以下の低地となっている。

北西部と北部から、それぞれ黒ボルタ川と白ボルタ川が流れている。両ボルタ川は東部州と

ボルタ州の州境に位置するアコソンボダムによってせき止められており、そこから両州とブ

ロン・アファフォ州、北部州に人口湖、ボルタ湖が広がっている。 
気候は大きく熱帯湿潤気候とサバンナ気候に分けることができる。気温はおおむね 25 度か

ら 35 度であり、変動幅は地域によって異なる。年間降雨量はグレーター・アクラを除いたす

品目 2003 2004 2005 2006 2007
カカオ 586.20 542.11 712.23 1,005.80 837.75
金 720.21 583.11 781.80 1,100.25 1,363.23
木材、木製品 155.13 90.62 365.80 257.55 279.30
ダイアモンド、ボーキサイト 29.20 16.64 43.17 27.82 28.24
マンガン 25.13 3.95 36.32 6.12 24.55
その他 504.63 969.92 884.25 981.01 1,379.64
合計 2,020.50 2,206.35 2,823.57 3,378.55 3,912.71

品目 2006 2007 2008 2009 2010
小麦 46.37 111.38 175.35 121.80 117.18
コメ 159.47 157.86 187.28 218.50 200.88
メイズ 1.43 0.21 18.69 8.10 0.66
ソルガム n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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べての州において 1,000mm 以上となっており、全体としては、南部から北部にかけて降雨量

が少なくなる傾向にある。植生は気候区分に関連して、6 つに区分されている。ボルタ川河口

付近から海岸線に広がるマングローブ林帯。その海岸線に沿って東西に延びる沿岸サバンナ

帯。国土の南西部に位置する西部州と中央部州の一部にかけて広がる熱帯雨林帯。ブロン・

アファフォ州、アシャンティ州、東部州の南半分（上述した東西に広がる丘陵地の南側）に

広がる湿潤半落葉樹林帯。その北半分とボルタ州、その他国土の北部を占める湿潤サバンナ

帯。そして、アッパーイースト州の一部にかかる乾燥サバンナ帯である。土壌の肥沃度は、

基本的に上記の 6 つの植生区分に応じて判断できる。特に肥沃度の高い土壌が分布するのは、

粘土質低地土壌のマングローブ林帯と乾燥サバンナ帯である。次に、ローム質土壌の多い沿

岸サバンナ帯、湿潤半落葉樹林帯は中程度の肥沃度である。そして熱帯雨林帯及び湿潤サバ

ンナ帯は土壌栄養分が低い。 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：ガーナの農林業、社団法人国際農林業協力・交流協会 

図２－１ ガーナの植生図 

 
２－１－３ 土地利用条件 

上記の気候区分、植生、土壌の肥沃度などの自然環境に関連して、土地利用のあり方も多

様である。湿潤で雨の多い熱帯雨林帯では、土壌の肥沃度が低く、食用作物としてはキャッ

サバやプランティンが主に栽培されている。土壌肥沃度の低い地域で、比較的雨量の少ない

湿潤サバンナ帯では、耐乾性の高いソルガムやミレットが主な作物であり、一部の低地では

陸稲が栽培される。肥沃度が高く粘土質の低地が広がるボルタ州南部では、コメ、サトウキ

ビ、綿花が作付けされている。湿潤半落葉樹林帯では、西部から南東部に連なる丘陵地に沿

ってカカオ・ベルトが広がり、そこではコーラの実やオレンジも栽培されている。この地域

で栽培される他の食用作物としては、ココヤム、キャッサバ、プランティン、コメ、トウモ
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ロコシなどがある。 
表２－５に示すように、ガーナにおける耕作可能地において、実際に農耕地として利用さ

れているのは 57.6％にすぎない。可耕地のうち 5,781,628 ha の土地において耕地を拡大する余

地がある。また、可耕地の 30,269 ha、割合にしてわずか 0.2％が灌漑地となっている。こうし

た状況から、ガーナの農業のほとんどが天水に依存していることがわかる。 
 

表２－５ 土地利用状況 

 
 
 
 
 
 

 
出典：Agriculture in Ghana：Facts and Figures（2010）, Statistics, 

Research and Information Directorate（SRID）, 2011 

 
２－１－４ 食糧事情 

ガーナにおいて一般的に主食として食されている作物には、トウモロコシ、ソルガム、コ

メ、キャッサバ、ミレット、ヤム、プランティン、ココヤムがある。図２－２はそれら主要

作物の作付面積を示している。トウモロコシとキャッサバの作付面積の高さが顕著であり、

他の作物は約 15 万から 40 万 ha となっている。全体の作付面積は 300 万から 350 万 ha の間で

変動しており、各作物の作付面積についても大きな増減はみられない。一方、今回 2KR の対

象作物となっているコメについては、過去 10 年ほどで着実に増加していることがわかる。 
 

（単位：千 ha） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：Agriculture in Ghana：Facts and Figures（2010）, Statistics, Research and Information Directorate 

（SRID）, 2011 

図２－２ 主要食用作物の作付面積の推移 

面積（ha） %
23,853,900 100.0

可耕地 13,628,179 57.1
農耕地 7,846,551 57.6
灌漑地 30,269 0.2
未耕地 5,781,628 42.4

内陸水路 1,100,000 8.0
その他 9,125,721 38.3

土地区分

全国土
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図２－３及び２－４には、主要穀類と主要澱粉作物に分けて、その生産量を示している。

上記のとおり、作付面積が全体として大きな増減がない一方、生産量については全体として

増加傾向にあるといえる。 
 

（単位：t） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典： Agriculture in Ghana ： Facts and Figures （ 2010 ）, Statistics, Research and Information 
Directorate （SRID）, 2011 

図２－３ 主要穀類の生産量の推移 

 
（単位：t） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：Agriculture in Ghana：Facts and Figures（2010）, Statistics, Research and Information 
Directorate（SRID）, 2011 

図２－４ 主要澱粉作物の生産量の推移 

 
穀類のなかでも、特に著しく増加している作物は、トウモロコシとコメである。図２－４

の澱粉作物においては、ココヤム以外の作物については増加傾向にある。 
表２－６に示しているのは、主要食用作物の需要と供給の現況である。2009 年の準備調査

段階では、自給率が 100％を超える穀類はなかったが、2011 年の需給のバランスにおいては

938
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トウモロコシ、ミレット、ソルガムの自給率が大幅に上がっている。一方、コメの自給率に

ついては 2009 年の段階で 26.6％であったが、2011 年には 41％にまで向上している。1 人当た

りの消費量は 2009 年度報告の 1 人当たり、年間 15kg から、24kg に増加しており、全体の消

費量も約 335,000t から約 596,400t に増加している。そうした需要の動きに応じて国内生産量

が増加している一方で、不足分を埋め合わせる輸入量も増加している。 
澱粉作物の自給率については、2009 年の報告において既に 100％を超えており、2011 年に

おいても状況は変わっていない。 
 

表２－６ 国内生産物の需要と供給（2011 年） 
（単位：t） 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：SRID 提供資料、2012 

 
２－１－５ 農業セクターの課題 

農業セクターは GDP の 3 割を占め、現在においても重要なセクターである。労働力の約半

数は農業セクターに従事しており、国民の収入源としても重要な位置づけにあるといえる。

農業生産の動向としては、主要作物の生産量が全体として増加傾向にあり、コメ以外の主要

作物において自給を達成している。 
一方、土地利用状況からわかるように、耕作可能地のうち、実際に耕作されているのは 6 割

弱であり、未耕地が広く残されている。主要作付面積の推移を示したデータも、作付面積が

広がっていないことを裏付けている。作付面積に拡大のないなかで生産量を向上させている

ということは、各作物の単収が向上していると考えられるが、表２－７にみるように、主要

作物のうちヘクタール当たりの平均収量において達成可能収量を満たしている作物はない。 
以上のように、農業セクターはガーナ経済において現在においても重要な位置を占める一

方で、さらに生産性、生産面積において拡大の余地を残しているといえる。この点について

は、下記の上位計画の説明においても確認するように、農業の近代化の遅れに起因している

ことが考えられる。また、農業セクターの近代化の遅れは、第 2 次産業である製造業の開発の

遅れにもかかわっていることもあり、今後のガーナ経済の成長においても重要課題として位

置づけられる。 
 
 
 
 
 

作物 国内生産量 食用生産量 輸入量
繰り越し

在庫量
輸出量 総供給量

1人当たり

の消費量
(kg/年）

推定国内消

費量

総余剰／

不足量
自給率

トウモロコシ 1,683,984 1,178,789 15,690 119,448 15,000 1,298,927 45 1,088,430 210,497 108%
コメ 278,385 242,195 257,006 78,030 100 577,131 24 596,400 -19,269 41%
ミレット 183,922 160,012 16,001 176,013 5 124,250 51,763 129%
ソルガム 287,065 249,747 24,975 274,721 5 124,250 150,471 201%
小麦 0 0 390,102 39,010 429,112 13 323,050 106,062 0%
キャッサバ 14,240,867 9,968,607 9,968,607 154 3,799,565 6,169,042 262%
ヤム 6,295,453 5,036,362 2,000 5,034,362 50 3,106,250 1,928,112 162%
プランティン 3,619,834 3,076,859 50 3,076,809 85 2,107,280 969,529 146%
ココヤム 1,299,645 1,234,663 1,234,663 38 994,000 240,663 124%
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表２－７ 平均収量と可能収量の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：達成可能収量は Agriculture in Ghana：Facts and Figures（2010）, Statistics, 

Research and Information Directorate（SRID）, 2011 より引用。平均収量は
Food Balance Sheet 2011, SRID 提供資料, 2012 を適用

3
。 

 
２－２ 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

２－２－１ 貧困の状況 
貧困状況に関するデータについては、2009 年度報告書において参照された”Pattern and 

Trends of Poverty in Ghana”より新しいデータを入手することができなかった。それによると、

貧困ラインの定義は以下のようになる。つまり、低位貧困ラインは「すべての支出を投入し

ても、必要な栄養量（成人男性で 2,900kcal/人/日）が不足するような生活水準」である。高位

貧困ラインについては「食糧は入手できるものの、最低限の非食糧品を入手することができ

ない水準」となっている。貧困ライン以下の割合は表２－８のとおりとなっている。 
都市部と農村部を比較すると、農村部における貧困状況が深刻であることがわかる。都市

部及び農村部両地域において貧困状況が徐々に改善されているものの、都市部と農村部の貧

困格差は平行線をたどっている。また、農村地域においては、2005／06 年の段階においても、

約 4 割が高位貧困ライン以下であり、4 分の 1 が低位貧困ライン以下となっている。 
 

表２－８ 貧困ライン以下の割合推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
出典：Pattern and Trend in Poverty in Ghana 1991-2006, Ghana Statistical Service, 2007 

 
 

 

                                                        
3
 コメの達成可能収量については、6.5t となっているものの、これは灌漑稲作についての達成可能収量と考えられる。天水で、

しかも北部地域のような畑地での稲作については別の水準を設ける必要がある。 

1991/92 1998/99 2005/06 1991/92 1998/99 2005/06

都市部 27.7% 19.4% 10.8% 15.1% 11.6% 5.7%

農村部 63.6% 49.5% 39.2% 47.2% 34.6% 25.6%

全体 51.7% 39.5% 28.5% 36.5% 26.8% 18.2%

高位貧困ライン以下 低位貧困ライン以下

地域

作物

平均収量

（トン／Ha)
達成可能収量

（トン／ha） 達成率

トウモロコシ 1.63 6.0 27.2%
コメ 2.35 6.5 36.2%
ミレット 1.03 2.0 51.5%
ソルガム 1.18 2.0 59.0%
キャッサバ 16.01 48.7 32.9%
ヤム 14.50 49.0 29.6%
プランティン 10.76 20.0 53.8%
ココヤム 6.36 8.0 79.5%
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出典：Pattern and Trend in Poverty in Ghana 1991-2006, Ghana Statistical Service, 2007 

図２－５ 州別の貧困率 

 
図２－５は州別の貧困率である。この図からは、貧困の地域的状況が理解できる。2012 年

度 2KR の対象 6 州のうち、北部州、アッパーイースト部州、アッパーウェスト部州の 3 州に

ついては特に貧困率が高い。また、貧困ライン以下の割合が全体として減少傾向にある一方

で、地域によっては貧困率が必ずしも減少傾向にないことがわかる。例えば、グレーター・

アクラ州については、1998／99 年にいったん貧困率が下がっているものの、2005／06 年には

再び増加している。ノーザン州及びアッパーイースト部州については、1998／99 年に貧困率

がいったん増加し、再度減少している。いずれにせよ、対象 6 州のうち、グレーター・アクラ

州を除く 5 州では 2005／06 年段階において貧困率は 10％を超えており、特に北部の 3 州につ

いては、約 40％から 80％と高い数値を示しており、厳しい貧困状況にあるといえる。 
 

２－２－２ 農民分類 
2009年度準備調査においても指摘されているように、一般的には、農民人口の約 9 割が 2 ha

以下の小規模農民とされている。それを実証するデータは存在しないが、入手したデータか

らある程度、それを裏付けることができる。例えば、MOFA の作成した 2012 年度 2KR の要請

書によれば、およそ 300 万人が 1.5 ha 以下の小規模農民であるという。2010 年の人口センサ

スによると、農林水産業に従事する 15 歳以上の人口は約 432 万人である
4
。農林水産業に従事

する世帯のうち、特に耕種農業に従事する世帯
5
が約 95％であるから、耕種農業に従事する人

口はおよそ 400 万人と推測できる。そこから試算すると、1.5 ha 以下の小規模農民の割合はお

よそ 75％ということになる。これに 2 ha 以下の小規模農民を加算することになるため、「約 9
割」が 2ha 以下の小規模農民であるという説明は、ある程度妥当な主張であるといえる。 

MOFA、DAES からの聞き取りによれば、2011 年までに労働社会福祉省協同局に登録された

農民組織（Farmer-Based Organizations：FBO）は 5,675 グループ存在するという。その内訳に

                                                        
4
 2010 Population & Household： Summary Report of Final Results, Ghana Statistical Service, 2012, p76 参照。 

5
 2010 Population & Household： Summary Report of Final Results, Ghana Statistical Service, 2012, p81 参照。 
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ついてのデータは入手できなかったが、半数以上が作物生産を目的とした FBO であり、その

他、マーケティング、加工、畜産、水産などを目的としたものがある
6
。FBO は土地所有規模

とはかかわりなく組織化されている。FBO の規模はさまざまだが、畜産は 5～7 世帯、農業は

15～30 世帯、灌漑は 50 世帯となっている。 
現在、世界銀行の支援により Agriculture Sub-sector Improvement Programme が実施されてお

り、FBOs を対象に廉価で農業機材を販売し、FBO による農業事業を推進している。このプロ

グラムで販売されている機材は、精米機、キャッサバ加工機、トウモロコシ加工機、灌漑用

機材である。また、カナダ国際開発庁（Canadian International Development Agency：CIDA）

の支援するキャパシティ・ディベロップメント事業で、1,880 グループの FBO に対し、企業化

（Enterprise Development）に向けた研修を実施している。 
FBO の機能は、一般的に政府による普及事業（Farmer Field School や Field Trip など）の効

率的な実施、農業を目的としたローンの獲得、作物販売が中心である。FBO によっては農業

機械の購入も可能であるが、今のところ FBO を中心とした機械化はそれほど進んでいないと

いう。タマレ市近郊で行った FBO を対象とした聞き取りによると、FBO として農業機械を購

入するほどのローンを得ることは難しく、ローンは肥料や農薬などの購入を目的としている。

農業機械については、通常、機械を所有する農家や FBO からの賃耕サービスに依存している

という。ただ、機械のニーズが高い時期は集中しているため、必ずしも適期に農業機械にア

クセスできるわけではない。また、農業機械以外の必要資材についても、必要な時期に入手

できない場合があるという。灌漑がほとんど行われておらず、天水に依存する農業を行うガ

ーナにおいては、こうした農業資機材へのアクセスの困難が作物の収量に多く影響し、農業

を生活基盤とする世帯の貧困状況とも密接にかかわっているといえる。 
 
２－３ 上位計画〔農業開発計画／貧困削減戦略ペーパー（PRSP）〕 

２－３－１ 国家開発計画 
「ガーナ成長と開発アジェンダ（Ghana Shared Growth and Development Agenda：GSGDA）」

によると、ガーナは、ガーナ貧困削減戦略（Ghana Poverty Reduction Strategy：GPRS）I と

GPRS II を通してマクロ経済の安定と貧困削減の目標を達成している。その一方で、経済の構

造的問題が次に解決されるべき課題として挙げられている。ガーナ経済における構造的問題

とは、つまり、オイルや食料品の価格高騰による国際収支赤字である。カカオや金の国際市

場が良好な状況にあっても、国際収支は赤字となっているのである。こうした課題の背景と

して、GDP が上昇傾向にあるなかで、雇用機会の創出において最もポテンシャルの高い農業、

畜産、漁業、そして製造業のパフォーマンスの悪さが指摘されている。特に収入源、雇用機

会、食糧安全保障、外貨収入源においてもっとも大きなセクターである農業については、近

代化によってそのパフォーマンスを改善すべきことが指摘されている。以上のような問題意

識から、ガーナ経済の構造的改革を進める方針として、農業と天然資源開発における近代化

に基づいた製造業の推進を挙げている。 
それに関連して、予算配分における優先順位を以下のように設定している。 
① 農業 

                                                        
6
 『アフリカにおける農業機械化支援方針策定のための調査報告書』（2010 年、JICA）に FBO の活動の内訳が示されている。 
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② インフラストラクチャ（天然資源開発を含む） 
③ 水と衛生 
④ 保健 
⑤ 教育（情報、科学技術を含む） 
戦略的方針としては以下の点を挙げている。 
・プライベート・セクターの環境改善 
・官民パートナーシップ（Public-Private Partnership：PPP）及び市民社会を含めたプライ 

ベート・セクターとパブリック・セクターの連携 
・適切で活発な政府介入 
・透明性と説明責任をもち、すべてのレベルにおいて効果的な公共サービスを提供する政府 
・地方経済開発を進める地方分権化 
以上の文脈において、「中期開発計画枠組み（Medium Term Development Plan Framework：

MTDPF）」の重点領域を以下のように設定している。 
・マクロ経済の安定性の確保と維持 
・農業の近代化と自然資源管理の推進 
・オイルとガスの開発 
・インフラストラクチャと住環境の改善 
・人間開発、雇用、生産性 
・透明性と説明責任をもつ政府 
以上のように、ガーナの国家政策において、農業が重点分野となっていることがわかる。

また、マクロ経済の構造的改善に向けた方針として、農業の近代化とそれを基盤とした製造

業の推進を掲げており、他セクターとの関連からみても、引き続き農業分野が重要な柱とな

るといえる。 
 

２－３－２ 農業開発計画 
MOFA は、2002 年に農業開発計画として「食糧農業分野開発政策（Food and Agriculture 

Sector Development Policy：FASDEP）」を策定し、2007 年にそれを改定した FASDEP II を策

定している。本計画の 2009 年度の準備調査報告書においても示されているように、FASDEP 
II には 6 つの開発目標が立てられている。その後、FASDEP II において掲げた目標を基に、農

業セクターへの投資にかかわるより具体的な計画として 2009 年 8 月に策定したものが、「中期

農業分野投資計画（Medium Term Agriculture Sector Investment Plan：METASIP）」である。 
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表２－９ FASDEPⅡの目標とそれに対する METASIP のコンポーネント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：METASIP、MOFA、2009 

 
FASDEP II における目標に沿って、この計画においても GDP の年成長率 6％及び 10％の予

算確保を目標とし、それに基づいた計画策定となっている。また METASIP では、FASDEP II
おいて掲げている個々の目標に沿って具体的な活動計画を立てている。表２－９にまとめた

のは、FASDEP II に示された目標とそれに対して METASIP で策定されたコンポーネントである。 
目標①のコンポーネント７の農業の機械化では、以下のような機械化の方針を立てている。 
１）各県に少なくとも 1 カ所、機械化センターを設置する。 
２）特に天水に依存する地域において、プライベート・セクターの機械化センターの設立を

推進する。 
３）生産物の等級選別技術を備えた食品加工産業を推進するシステムを確立する。 
以上のような機械化に触れるコンポーネント以外にも、バリューチェーンに触れたコンポ

ーネント（目標②の３や目標⑤の１）や競争力の向上をめざした目標③などは、生産物の品

質向上が重要であり、収穫や収穫後処理の段階における機械化と密接にかかわる分野である

といえる。 
以上のような FASDEP II 及び METASIP の計画目標及び活動計画から、ガーナ農業の開発方

針において、農業の機械化がひとつの重要な柱となっていることが理解される。 
 

① 食糧安全保障と非常時の準備体制

1 生産性の改善

2 栄養改善への支援

3 貧農に対する農業関連の収入源の多様化支援

4 食糧貯蔵と流通

5 早期警戒システムと非常時の準備体制

6 灌漑と水管理

7 農業機械サービス

② 収益性の向上

1
すべての生態区域において現金収入につながる農作物、畜産、漁業の生産を
推進する

2 新規生産物の開発

3
各生態区域において、少なくとも二つの作物についてバリューチェーン・パ
イロットを開発

4 農民組織の強化と契約栽培農家コンセプト

5
県レベルにおける漁民協会とコミュニティ・ベースの漁業資源管理委員会の
開発

6 都市及び都市近郊農業の支援

③ 競争力の向上及び国内、国際市場への参入促進

1 国内及び国際市場における国内産品のマーケティング

④ 土地と農業生産環境の持続的な運営管理

1 男性及び女性農民による持続的土地管理技術の啓発と利用

⑤ 食糧及び農業開発における科学技術の応用

　 1
バリューチェーンにおける技術の導入と農業におけるバイオテクノロジーの
適用

2 農業研究への資金投入と農業研究情報の管理

⑥ 効果的な関係各機関との調整

1 制度的強化と省庁間の連携
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２－３－３ 農業機械化サービスセンター（AMSEC） 
ガーナにおいては、農業機械化の重要性が明らかな一方で、プライベート・セクターによ

る農業の近代化に向けた投資が進んでいないのが現状である。MOFA は、プライベート・セ

クターによる農業機械化を推進すべく、2004 年に AMSEC の設置を進める事業を提案し、

2007 年から実施している。このプロジェクトでは、民間から AMSEC 設立の申請を受け付け、

採用された事業者に対し設立に向けた支援を行う。申請が可能なのは、①民間企業、②農民

組織（FBO）、そして③農業機械の所有者／賃耕業者である。AMSEC となった業者に対して

は、AESD から農業機械が半額で販売され、契約時に 30％を支払い、残金は 5 年間で延べ払

いする。また、農業機械の保守・管理、財務管理、そしてマーケティングに関する研修も実

施される。 
AMSEC の設立は 2007 年から徐々に進められ、2011 年までに 89 の AMSEC が設立されてい

る（表２－10）。今回の現地調査では、タマレ市の AMSEC を訪問する機会を得て、聞き取り

及びワークショップの視察を行った。賃耕サービスついては、周辺コミュニティの高いニー

ズに応える形で効率的にサービスを提供していることが確認できた。その一方で、販売され

たトラクターについては、その地域での普及率が低いためにスペアパーツの入手が難しく、

維持費が高いという問題があった。また、農作業全般の機械サービスを進めることを目的と

していたことから、雑草を刈り取るための作業機がセットとして販売されていたにもかかわ

らず、そうしたニーズがないために、一度も使わないまま放置されるという問題もみられた。 
以上、民間レベルでの農業機械サービスの拡大を目的とした AMSEC の設立は、上記の農業

政策に合致した事業であるといえる。その一方で、販売する農業機械のブランドや作業能力、

作業機などについては、一律にするのではなく、現地のニーズに合うよう選択の幅を確保す

る必要性があると考えられる。 
 

表２－10 AMSEC の設立件数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：MOFA 

 
２－３－４ ガーナコメ専門家協会（GRIB） 

本章において明らかにしてきたように、主要作物のなかでもコメの増産は食糧安全保障の

確保や外貨流出の抑制に貢献すると考えられる。一方、農業開発の近年の方針にみるように、

地域

AMESC-1
(late 2007)

AMSEC-2
(2009)

AMSEC-3
(2010)

AMSEC-4
(2011) 合計

北東部州 2 3 1 1 7
北西部州 1 8 9
北部州 2 16 8 2 28
ブロン・アファフォ州 2 8 3 13
アシャンティ州 0 5 5
東部州 2 6 2 10
ヴォルタ州 1 6 2 9
グレーター・アクラ州 1 2 3
中央部州 1 2 1 4
西部州 0 1 1
全国 12 57 15 5 89
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その開発にはバリューチェーン全体における技術の改善、官民連携の制度的改善、マーケテ

ィングなど幅広いアプローチが必要とされている。同様の認識から、ガーナのコメの生産か

ら販売に係るさまざまなステークホルダーによって組織されたのが GRIB である。2004 年に

会社組織として登録されており、現在さまざまな活動を展開している。GRIB の主な目的は以

下のとおりである。 
・コメの生産、加工、販売、流通に係る農家や業者、研究者、政策決定者などコメに係るあ

らゆるステークホルダーの代表者を集め、稲作開発に係る問題を分析し、戦略を提示す

る。 
・ステークホルダー間の交渉と合意形成を促し、稲作を推進、統制する。 
・政策策定や実施に関するフォーラムなどを開く。 
・稲作に係る政策に対するロビー活動を行う。 
・稲作セクターへの投資を推進、合理化する。 
・パイロット事業を通して稲作の問題とそれへの解決策を提案する。 
GIRB は輸入米に対する 10％の関税を基にコメ開発基金を設立することを提案している。そ

の基金を GRIB の活動資金とすることを念頭においているが、今のところ輸入米に課税はされ

ているものの、基金の設立には至っていない。しかしながら、GIRB における聞き取りによれ

ば、他の資金源から活動資金を確保しており、徐々に活動を広げているという。これまでの

活動としては、優良品種の種子生産と FBO への販売、天日乾燥と機械乾燥の比較試験、小規

模農民グループへの精米機の供与、女性のパーボイルグループの支援、GRIB メンバーへの研

修などの活動を実施している。 
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第３章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 
 
３－１ 実 績 

 ガーナに対するわが国の 2KR 援助は、1981 年の開始以来 2009 年までに累積 77 億 9,000 万円

の支援を行っている。供与額は例年 3 億円から 5 億円の範囲内となっている（表３－１）。 
 

表３－１ ガーナに対する 2KR 援助実績 
（E/N 額単位：億円） 

 
 
 

出典：JICS 資料 

 
 2005 年から 2009 年の調達品目は農業機械に限られている。調達機材の内容については、トラ

クターを基本に、籾摺り精米機、灌漑用ポンプ、脱穀機、刈り取り機などが入っている（表３－

２）。 
 

表３－２ 2005 年度から 2009 年度までの 2KR 調達農業機械と台数 
（単位：台数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：JICS 資料 

 
３－２ 効 果 

３－２－１ 食糧増産面 
近年の 2KR の対象作物はコメとなっている。これまで投入された農業機械によって食糧増

産の効果は、農業機械による耕地の拡大、適期の作業が可能になることによる収量の増加、

収穫後処理のロスの削減などにあると考えられる。本準備調査で実施した聞き取りからは、

耕地の拡大による増産の事例はなかった。現状においては、既存の耕地において適期に作業

を行うことのほうが優先課題として指摘された。実際、灌漑スキームに投入された耕耘機と

刈り取り機によって適期作業が可能になったことが確認された。また、脱穀機の投入によっ

年度 1981-2002 2005 2007 2009 合計

E/N額 66.0 3.6 3.7 4.6 77.9
調達品目 肥料・農薬・農機 農機 農機 農機 肥料・農薬・農機

調達資機材 2005年度 2007年度 2009年度

乗用トラクター（2WD／70馬力クラス） 50 78 125
ディスク・プラウ 50 78 125
ディスク・ハロー 50 53 100
トレーラー 50 25 125
かご車輪 10 78 -

歩行用トラクター（12馬力クラス） 100 - -
トレーラー 100 - -
ロータリーティラー 100 - 25
水中ポンプ 100 - -
かご車輪 100 - -

籾摺り精米機（800kg／時間） 10 20 10
潅漑用ポンプ（4”×4”） 54 - 40
潅漑用ポンプ（6”×6”） 25 16 -
脱穀機 - - 35
刈り取り機 - - 35
コンバインハーベスター - - 2
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て収穫後処理のロスが減少したことも明らかとなった。以上のような聞き取りから、耕耘機

や刈り取り機、脱穀機などの機材の食糧増産面における効果はある程度認めることができる。 
2KR によって投入された農業機械の規模から考えた場合、国家レベルのマクロなデータに

よってその増産効果を推し測ることは難しい。しかしながら、改良種子の普及や肥料や農薬

の投入など、さまざまな新しい技術の導入との同時進行で、徐々に農業機械が普及している

ことは事実である。表３－３に示すように、その結果として、特に収穫面積と生産量におい

て改善がみられることから、投入した農業機械が食糧増産において一定の効果を与えている

と推測できる。 
 

表３－３ コメ（籾）の収穫面積、単収及び生産量 

 
 
 
 
 
 

出典：Production Estimate 2002-2011、SRID 

 
３－２－２ 貧困農民、小規模農民支援面 

既に第 2 章において明らかにしたように、ガーナの農業を支えているのは約 9 割が小規模農

家である。これらの世帯は経済的に農業機械を購入する資金力に乏しいため、賃耕や賃搗き

に依存するか、人力に頼るのが一般的である。したがって、現在農業機械を所有しているの

はほとんどが中規模以上の農家であり、2KR を通して販売される農業機材の多くも、中規模

農家が購入していると考えられる。その一方で、現地での聞き取りから、土地所有 2ha の小規

模農家が 2KR を通して農業機械を購入し、賃耕サービスによって得た収入で返済をしている

農家がいることも分かっている。正確なデータはないものの、AESD の説明によれば、通常の

半額程度で購入が可能であることから、比較的小規模な農家も購入しているという。特に、

耕耘機や刈り取り機、脱穀機などの小型で比較的値段の安い機械については、小規模農家に

とっても購入しやすいとのことであった。 
以上のような状況から、基本的に、小規模農家は 2KR の機械を購入した小規模及び中規模

農家による機械サービスによって裨益しているといえる。実際、現地で聞き取り調査をした

限りでは、農業機械を所有するほとんど農家は機械サービスで機械の経費を賄っており、そ

のサービスの受益者は農家の大多数を占める小規模農家である。 
 
３－３ ヒアリング結果 

３－３－１ 裨益効果の確認 
2012 年度の準備調査では、ノーザン州タマレ市近郊、グレーター・アクラ州及びボルタ州

の灌漑スキーム、そしてアシャンティ州クマシ市近郊の農家で聞き取りを行うことができた。 
まず、ノーザン州タマレにおける聞き取りからは、特に乗用トラクターが導入されており、

購入者による広い範囲での機械サービスが提供されていることが分かった。80 馬力前後の乗

用トラクターに 3 連のディスクプラウを装着して耕起作業を行う場合の 1 作期の負担面積はお

項目 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

収穫面積（ha） 122,800 117,700 119,400 120,000 125,000 108,900 132,795 163,360 181,228 197,480
単収（MT/ha） 2.28 2.03 2.03 1.97 2.00 1.70 2.27 2.41 2.71 2.35
生産量（MT) 280,000 239,000 241,800 236,500 250,000 185,300 301,921 391,440 491,603 463,975
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よそ 60ha と試算することができる
7
。乗用トラクターの所有者は他の 9 割を占める小規模農家

に対する機械サービスによってその経費を回収している。そうした運営によって小規模農家

が裨益していることが確認された。 
一方、谷内田や灌漑スキームで稲作を行う農家については、主に耕耘機が利用されている。

これらの耕耘機の作業負担面積はおよそ 13 ha と推計される。耕耘機の所有者についても自分

の耕地の耕起作業を終えると、他の農家に対する賃耕サービスを行うのが一般的である。耕

耘機については小規模農家によって購入される事例もある。小規模農家の土地所有が 1.5 から

2 ha として、購入世帯を含めた 6 から 8 世帯の小規模農家が裨益することが確認された。 
また、次章において具体的に述べるように、刈り取り機及び脱穀機を導入した農家からは、

手作業による刈り取り及び脱穀作業と比較して、機械による作業は費用対効果が高いことが

確認された。特に、手作業による刈り取り及び脱穀は作業に時間がかかるだけでなく、ロス

も多い
8
。その一方で、刈り取り機と脱穀機を導入することでそうしたロスを削減することが

可能であるとのことであった。 
 

３－３－２ ニーズの確認 
広大な畑地で農業を行っているノーザン地方では、乗用トラクターのニーズが高い。賃耕

サービスを行っている AMSEC のひとつ、Goodman & Son Co.における聞き取りによると、5
台のトラクターによる賃耕サービスで、1 作期に約 280 ha をカバーしているが、それでも十分

ではないという。また、ノーザン州 MOFA の次官と AESD 職員からの聞き取りによれば、ノ

ーザン州は天水農業を行っているため、適期の作業が不可欠であり、それには農業機械によ

って効率的に作業を行う必要がある。現状では農業機械は不足しており、ニーズは極めて高

いという。 
農業機械のニーズの高さは灌漑スキームにおいても同様であった。灌漑スキームで稲作を

行う農家は、ある程度計画的な農作業が可能であり、それに合わせて農業労働者を確保して

おけばよい。しかしながら、農業労働者による作業と農業機械による作業では、後者のほう

が高い費用対効果をもつことが明らかになっている。特に収穫及び収穫後処理の作業の遅れ

による籾の過乾燥がコメの品質を落とす要因のひとつになっていることもあり、刈り取り機

及び脱穀機による効率的な作業が望まれる。機械が導入された地域では、機械の導入による

作業効率の改善と費用対効果を認識する農家が増加しており、ニーズが高まっているとのこ

とであった。 
 

３－３－３ 課 題 
（１）スペアパーツの調達と配布方法について 

2009 年度の準備調査において調達されたスペアパーツの機械購入者に対する供給が遅

                                                        
7 乗用トラクターの負担面積の試算については、これまでの報告書においても行われている。2009 年の報告書では約 95ha と

試算されているが、ここでは実作業効率の計算が省かれており、1 日の負担面積がやや高めに試算されていると考えられる。

今回は、より正確な試算を行うために、現地で機械サービスを提供する業者やノーザン州 AESD など、いくつかの情報源

に基づいてより現実的な試算を行っている。約 60ha という試算については、これらの関係者からも同意を得ているが、今

後更に精緻化していくことが望まれる。 
8 この点については、実際の手作業による刈り取り後の圃場や脱穀作業の状況を観察し、どのようにロスが出ているのかを確

認することができた。ただし、実験や本格的な調査によるデータは存在しない。 
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れるなどの事例が指摘されていた。これに対し、調査団は円滑な管理と純正スペアパー

ツの購入を依頼していた。しかしながら、スペアパーツの供給に関する問題は、AESD だ

けの問題ではなく、構造的な問題が大きいことが明らかになっている。つまり、農業機

械のユーザー側が、高価な純正スペアパーツではなく、安価な非正規のスペアパーツを

使っている可能性や、交換時期にきているフィルターなどのパーツを適切に交換してい

ない可能性があるのである。非正規品の利用や不適切な消耗品の交換などは、農業機械

の耐用年数を下げるだけでなく、結果的には修理・メンテナンス費用を高くすることに

なる。 
以上のような状況を踏まえ、本調査においては、トラクターに限って、今後調達する

スペアパーツを、農業機械の販売業者側が管理し、購入者に対する定期無料メンテナン

スとあわせてスペアパーツ交換をする方針をとることとした。トラクターの場合、最初

の 100 時間、250 時間、500 時間、750 時間、そして 1,000 時間の 5 回の定期メンテナン

スとパーツ交換によって、機械の故障を低減することが期待でき、ユーザーに対しては、

メンテナンスと純正パーツの利用を促進することとした。 
また、過去の 2KR による販売機械の一部で純正のスペアパーツや、代替品の調達が難

しく、修理が進まない事例がみられた。調査団は、こうした課題への対応として、入札

においては現地でのサービス体制が整っていることを応札条件に追加することを提案し

た。 
 

（２）農業機械の使用法と維持管理について 
スペアパーツの問題に関連して指摘したとおり、農業機械の修理、メンテナンスには

純正のものではなく、安価な非正規品が使用されている可能性が指摘された。また、農

業機械の使用法についても、農繁期には農業機械の無理な運転を行っていることが指摘

されている。農業機械に関するトレーニングは、業者による販売の際にサービスとして

実施されるのが一般的であるが、AESD 職員からは、そうしたトレーニングでは必ずしも

十分ではないことが指摘されている。 
AESD は既に農業機械のオペレーターを対象としたトレーニングを実施しており、今後

そうしたサービスを強化していきたいとのことであった。 
 

（３）AESD の施設について 
農業機械のオペレーターに対するトレーニングに関連して、AESD は、現在所有するワ

ークショップ（アクラ郊外）のひとつを改修し、農業機械オペレーターの研修センター

を設立することを計画しており、これに対するドナーの支援を模索している。 
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第４章 案件概要 
 
４－１ 目標及び期待される効果 

 第２章において明らかにしてきたように、ガーナにおいて農業は基幹産業である。主要作物の

ほとんどは自給率を達成している一方で、1 人当たりの消費量が年々増加しているコメについて

はまだ輸入依存度が高く、今後輸入米に対する競争力のあるコメをつくっていくことが課題とな

っている。国家政策においては、農業の近代化を基盤とした第二次産業の育成を目標としており、

農業政策においては、それに応じるように機械化を柱のひとつとしている。 
 以上のようなガーナ経済における農業の位置づけと政策方針に沿って、AESD は、2012 年度

の 2KR においては、以下のような目標を設定している。 
 

４－１－１ 目 標 
2012 年度 2KR でめざす目標は、コメの自給率を 45％から 60％に上げることである。また、

以上の目標を達成するために、稲作農家の耕起、栽培、収穫、収穫後処理の一連の作業にお

ける機械へのアクセスを改善することで、コメの生産量を 391,000t から 449,650t に増加する

ことを目標として設定している。 
 

４－１－２ 期待される効果 
MOFA、AESD の作成した要請書によれば、以下のような効果が期待されている。 
・新たに 52,000 ha の土地が 2KR によって投入された機械によって耕作される。 
・それによって、130,000t のコメ（籾）が増産される。 
・そのコメの増産は輸入米の 22％を占めており、結果として 1 億 2,000 万 USD の外貨支出

を削減することができる。 
要請書にある上記の期待される効果について AESD の 2KR 担当者から聞き取りを行った結

果、投入する農業機械の負担面積について見直し、その効果については調査団側で以下のよ

うに試算した。 
2012 年度 2KR によって 52,000 ha が機械によって耕起可能になるという MOFA の試算は、

乗用トラクター1 台当たりによる負担面積を 240 ha とした場合
9
には、ある程度現実的な予測

といえる。しかしながら、現地における調査の過程において、その負担面積の試算が述べ面

積として計算されたものである可能性があり、耕起作業負担面積としては現実的でないこと

を調査団側から指摘した。そのうえで、聞き取りや機械化計画において一般的に使われる計

算手法によって再度試算を行い、1 台当たりの負担面積を約 60 ha として同意を得た。 
乗用トラクターを要請どおり 200 台入れるとして、上記の試算から期待される負担面積を

計算すると、およそ 12,000 ha となる。また、本年度は歩行用トラクターが 400 台要請されて

おり、この負担面積を 5,200 ha（歩行用トラクターの負担面積については 13 ha と試算した）

と試算して追加すると、約 17,200 ha となる。 
MOFA は、これらの機械によって耕起された土地で、ヘクタール当たり 2.5t のコメ（籾）

                                                        
9
 AESD の作成した農業機械化に関する内部資料において適用されていた負担面積。 
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が生産されるとしている
10
。これに再試算後の負担面積を適用して、年間 43,000t の生産を見

込むことができる。コメの輸入量を 283,000t として（表２－６参照）、43,000t の籾から約

30,000t の精米
11
を得たとすると、輸入米のおよそ 10％をカバーした計算になる。 

 
４－２ 実施機関 

 2012 年度 2KR の実施機関は、前回と同様に MOFA の AESD となっている。MOFA 及び

AESD の組織図はそれぞれ図４－１と図４－２に示したとおりである。2009 年の準備調査から

特に変化はない。次官の下には 7 つの部局が存在し、AESD は 7 つの技術局の 1 つである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：MOFA 

図４－１ MOFA 組織図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：MOFA 

図４－２ AESD 組織図 

 
 
                                                        
10

 要請書（p3）では 1 年間に 52,000ha が 2KR によって投入される農業機械でカバーされると試算し、それは年間 130,000t の
コメ（籾）の生産に値するとしていた。ここから、ヘクタール当たりの籾の生産量を 2.5t と見積もっていることが分かる。 

11 ここでは精米率を 70％と想定して計算。 
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 表４－１は MOFA の職員数の推移である。人員の増減はみられるものの、全体的な数に大き

な変化はない。ただ、職種ごとの変動をみると、専門職、準専門職が増加傾向にある一方で、技

術職、行政職の数は減少傾向にある。 
 

表４－１ MOFA の職員数の推移 
（単位：人） 

 
 
 
 
 
 

出典：Agriculture in Ghana： Facts and Figures （2010）, Statistics, Research and Information Directorate （SRID）, 
2011 

 
４－３ 要請内容及びその妥当性 

４－３－１ 対象作物 
対象作物はコメである。ガーナにおいて、コメは主要穀物のひとつであるが、その自給率

は 2011 年の統計によると 44％となっており、他の主要穀物と比較して低い。不足分は輸入米

によってカバーされており、輸入による外貨の流出額は要請書によると約 4 億 5,000 万 USD
とされる。また、MOFA によれば、過去 10 年の 1 人当たりのコメの消費量は 15.4kg から

24kg に増加しており、その増加率は 140％となる。こうしたコメの需要と供給に係る状況か

らは、国産米の市場競争力を高めることが喫緊の課題となっていることが分かる。 
MOFA は、国家稲作振興戦略（NRDS）において、2008 年を基準として、天水畑稲作によ

る単位収量の 1t 増、低湿地天水稲作と灌漑水田稲作による単位収量の 2t 増によって、2018 年

までに 31 万 8,000t から 150 万 t に増加させることを目標に掲げている。 
結果として、作付環境及び政策の両面からコメを対象作物とすることは妥当であると判断

する。 
 

４－３－２ 対象地域及びターゲットグループ 
対象地域は、主にアッパーウェスト部州、アッパーイースト部州、ノーザン州、アシャン

ティ州、ボルタ州、グレーター・アクラ州の 6 州とする。対象作物をコメに絞っているため、

特に稲作が盛んであり、2010-2011 年における作付面積の伸び率においてポテンシャルの高い

地域であり、機材を投入する対象地域として妥当であるといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010
専門職 752 633 738 783 793 1,099 1,099 1,099
準専門職 420 529 575 527 530 579 579 579
技術職 3,139 2,947 3,065 2,816 2,831 2,757 2,757 2,757
行政職 2,842 2,508 2,606 2,175 2,293 2,168 2,168 2,168
合計 7,153 6,617 6,984 6,301 6,447 6,603 6,603 6,603
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表４－２ 州別のコメの耕作面積、生産量及び単収 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：Statistics, Research and Information Directorate 内部資料（2012 年）から調査団作成。 

 
４－３－３ 要請品目・要請数量 

表４－３ 当初要請品目・数量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要請品目については、2007 年度、2009 年度の最初の要請から、コンバイン・ハーベスター

と灌漑用ポンプが削除され、代わって播種機を追加した内容となっている。コンバイン・ハ

ーベスターについては、維持管理の容易さ等を検討し、トラクター、耕耘機等に優先を置い

たとのことであった。また、灌漑用ポンプについては、ニーズの高さが指摘される一方で、

2009 年度に調達した 40 台のうち、調査段階で 17 台しか売れていないことから、2012 年度の

要請には含まれていない。 

2010 2011 % Change 2010 2011 % Change 2010 2011 % Change

西部州 17,130 17,410 1.63 23,022.4 21,066.1 -8.50 1.3 1.2 -9.97

中央部州 4,290 4,328 0.89 5,241.3 5,366.4 2.39 1.2 1.2 1.48

東部 6,630 6,655 0.38 20,703.0 22,320.2 7.81 3.1 3.4 7.41

グレーター・アクラ 2,323 2,909 25.26 12,741.3 18,773.1 47.34 5.5 6.5 17.63

ヴォルタ州 21,860 22,759 4.11 67,228.8 75,389.3 12.14 3.1 3.3 7.71

アシャンティ州 10,115 10,281 1.64 27,705.0 27,624.6 -0.29 2.7 2.7 -1.90

ブロン・アファフォ州 4,020 3,840 -4.48 6,572.7 6,159.8 -6.28 1.6 1.6 -1.89

北部州 62,930 73,389 16.62 185,877.3 171,293.5 -7.85 3.0 2.3 -20.98

北西部州 4,570 4,829 5.67 7,290.5 6,526.8 -10.48 1.6 1.4 -15.28

北東部州 47,361 51,080 7.85 135,220.9 109,454.8 -19.05 2.9 2.1 -24.95
合計／平均 181,228 197,480 8.97 491603.0 463974.6 -5.62 2.7 2.3 -13.39

耕作面積（ha） 生産量（トン） 単収（トン/ha）

州

品名 数量(台)
Agricultural Wheeled Tractors
乗用トラクター

200

Rice Mills
籾摺り精米機

10

Power Tillers
歩行用トラクター

400

Rice Threshers
米脱穀機

50

Rice Reapers
刈取機

50

Multi Seeders/Planters
播種機

50

Mechanical Workshop Van
修理工作車

2

Trucks
トラック

4
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なお現段階で残余のある灌漑用ポンプについては、2011 年 2 月に到着し、同年 5 月の引き

渡し後に販売が開始されており、販売過程にある。販売方法が業者一括購入ではなく普及員

が郡に上がってくる申請に対し、MOFA/AMSEC が 1 件ずつ承認プロセスをとり、入金を確認

し、本人が取りに来るという時間を要するシステムで積み立てが進んでいること、また 2005
年、2007 年は残がなかったことから、灌漑用ポンプに関しては、今後時間とともに販売が進

むと考えられる。 
一方で MOFA/AMSEC としては、灌漑用ポンプの完売に向けては県及び郡の事務所も含め

更に農家への販売促進活動を進めることとし、また万が一余剰が残る場合は省として単価を

下げての販売を検討する意向である。  
表４－４は 1990 年以降に MOFA を通して調達された農業機械の台数である。2009 年の資

料と齟齬があるものの、ここに示した台数が最新の情報である。乗用トラクター、歩行用ト

ラクター、脱穀機などについてはかなりの台数が調達されている一方で、播種機については

わずか 7 台であり、まだ普及していないと考えられる。 
 

表４－４ MOFA 輸入品目・数量 
（単位：台数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：MOFA/AESD 提供 

 
＜要請品目及び数量の妥当性の検討＞ 

AESD からの聞き取りによると、既に投入されているトラクターの推計台数は 6,200 台であ

る。機械の利用状況に関する聞き取りから 1 台当たりの推計負担面積はおよそ 60 ha と推計さ

れるため、トラクターによるディスクプラウでの耕起作業の負担面積は 372,000 ha と試算で

きる。一方、トラクターが主に利用される穀類の作付面積は 1,533,000 ha であるため、それら

のカバー率を試算すると、およそ 24％となる。 
以上の試算から、トラクター及び作業機などの圃場機械の台数が不足している状況は明らか

である。ノーザン州、タマレでの聞き取りからも、トラクターを中心とする圃場機械のニー

ズが極めて高いことが指摘されている。また、AESD は、METASIP の食糧安全と緊急対応プ

ログラムにおける AMSEC の設置増と収穫後処理のロスの削減への取り組みを基礎として、コ

メの生産から流通までのバリューチェーンにおいて、バランスの良い機材投入の必要性を十

分に認識している。したがって、価格競争力を有するコメの増産と小規模農家を含むバリュ

ーチェーンアクターの収益増加という視点から考えれば、要請品目のなかでも、トラクター、

1990-99 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 合計

乗用トラクター 612 200 400 50 281 1,014 2 125 2,684

小型乗用トラクター 120 50 170

歩行用トラクター 308 100 200 608

播種機 7 7

刈り取り機 43 35 78

コンバイン・ハーベス 20 2 22

稲ハーベスター 23 10 100 133

脱穀機 800 8 35 843

精米機 61 10 20 10 101

揚水ポンプ 94 79 16 40 229
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耕耘機、播種機、刈り取り機、脱穀機、精米機の要請は妥当であるといえる。 
一方で、これらの要請品目の妥当性については、各機材の利用状況や、スペアパーツへの

アクセス状況、オペレーターの技量、普及状況、他ドナーによる支援の動向等を検討する必

要がある。個々の機材に関する妥当性の検討結果については以下のとおりである。 
 

（１）乗用トラクター 
広大な耕地での作業を要する、ノーザン州、アッパーウェスト部州及びアッパーイー

スト部州においては、2 輪トラクターよりも出力が高く、効率的に耕作が可能な乗用（4
輪）農業トラクターのニーズが大きい。特に、稲作の約 9 割が天水に依存しており、適期

の作業が不可欠な状況では、農業機械による効率的な作業が求められる。 
また、AESD からの要請内容の聞き取りにおいては、トラクターに付随する作業機とし

て、ディスクプラウ、ディスクハロー、トレーラーも要請していることが明らかとなっ

た。これらの機材は特にノーザン州など、天水稲作地で一般的に利用される機材である

ことが現地での聞き取りを通じて確認された。 
乗用トラクターは比較的高価であるため、規模の大きな農民グループや、中規模農家

が購入し、周辺の小規模農民に賃耕サービスを行うことが期待される。したがって、食

糧増産面からは妥当性が高い。AESD の説明によれば、いずれの地域においても小規模農

民世帯が圧倒的に多く、賃耕サービスのニーズも高いことから、機械の所有者は機械の

稼働率及び収益を上げるために、小規模農民に対する賃耕サービスが積極的に行われて

いるとのことであった。この点については、ノーザン州、タマレ市内の AMSEC における

実績の聞き取りからも、小規模農民へのサービスが中心に展開されていることが確認さ

れた。 
以上のような状況を総合すると、トラクターの要請及びその台数は妥当であると判断

できる。 
他方で、AESD は、ブラジル等からの借款によってトラクターを購入する計画をもつが、

現在の作付け可能面積におけるトラクターによる耕起面積は 24％であることを考慮する

と、乗用トラクターのニーズは依然として高い。 
 
（２）精米機 

籾摺り及び精米作業については、各地で小規模の賃搗き業者が担っているのが現状で

ある。『コメ総合生産・販売調査』（2006～2008 年、JICA）から、2006 年当時、大規模精

米施設で精米されるコメの量は 16％、ワンパスゴムロール式及びエンゲルバーグ式によ

る精米が 84％となっている。『アフリカにおける農業機械化支援方針策定のための調査報

告書』によれば、北部においてはエンゲルバーグ式、中・南部においてはゴムロール式

籾摺りを内蔵したワンパス式精米機が主流であることが明らかになっている。その一方

で、要請された精米機は、籾摺り、精米だけでなく、石抜きなど夾雑物を取り除く小型

の精米プラントである。 
1990 年から 2011 年までに政府を通して導入された精米機（ワンパス式及びエンゲルバ

ーグ式）の台数は、AESD の資料からわかるだけで 101 台となっていることから、普及台

数は限定的であるといえる。AESD はトラクターなどの圃場機械を増やすことで作付面積
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及び収量の拡大を目標とする一方で、バリューチェーンの調和を図るために収穫後処理

機械の導入も希望している。この点については、『アフリカにおける農業機械化支援方針

策定のための調査報告書』にも指摘がり、籾摺り精米機の導入は妥当であるといえる。 
一方、『コメ総合生産・販売調査』で明らかにされているように、流通している国産米

の 8 割以上はワンパス及びエンゲルバーグ式による低品質から中品質の精米である。その

50％が自家消費に、20％が農村市場に流通していると推計されており、輸入米が流通す

る都市部に流れる国産米は 14％と試算されている。今後輸入米に対抗し得る高品質の国

産米を生産するうえで、精米技術の改善は不可欠である。そのような意味で夾雑物を除

く機能を追加した精米機の導入は妥当である。 
 

（３）歩行用トラクター 
広大な平坦地での耕作が可能な北部地域に対し、中南部及び灌漑稲作地域においては

一筆の面積が狭く、谷間の低湿地ではアクセスが悪いなどの理由から、歩行用トラクタ

ーのニーズが高い。また、歩行用トラクターは比較的廉価であるため小規模農家にも幅

広く利用可能であり、基本的な農機としてニーズは極めて高い。1 台当たりの 30 日間の

耕起作業の負担面積はおよそ 13 ha と推計されるため、小規模農民の土地所有が約 1.5～ 

2 ha であるとすると、約 6～8 世帯が利用可能である。 
AESD から入手した資料によれば、MOFA を通して導入された歩行用トラクターは 608

台である。耕起作業の負担面積を 13 ha とすると、153 万 ha の穀物作付面積に対し、その

最大の負担面積は約 7,900 ha であり、不足は明らかである。以上のことから、食糧増産

面においても、貧困農民支援面においても、歩行用トラクターの妥当性は高いと判断で

きる。 
 

（４）脱穀機 
要請されている脱穀機は、作業能力が 1 時間当たり 1,000 kg の動力脱穀機である。脱

穀機は、適期の脱穀、収穫後処理のロスの低減、夾雑物の除去、収量の増加と品質向上

の効果が期待できる。『コメ総合生産・販売調査』によれば、特に、収穫、脱穀作業の遅

れがコメの品質低下にかかわっていることが指摘されている。 
脱穀機の普及状況は正確には把握されていないものの、政府を通した販売実績として

は 843 台となっている。1990 年以降の記録で最初に導入されたのが 2007 年となっている

ため、比較的新しい機械である。聞き取りによれば、農場での一般的な作業時間は 7 時間

であり、脱穀機は一般的に圃場で稼働するため実作業時間は 7 時間以下である。1 日に 6
時間、作業能力が 1 時間 1,000 kg の脱穀機で作業したとしても、843 台で 1 日に脱穀でき

る籾の量は約 5,000t である。年間の収量が約 50 万 t に近い現状では、すべての稲を脱穀

するのに約 100 日かかる計算となる。適期の脱穀が課題となっていることを考慮すれば、

機械の不足状況は明らかである。 
AESD の試算によれば、機械による刈り取りと脱穀サービスの料金は 1 ha 当たりおよ

そ 450GHS となっている。対して、人力による刈り取りと脱穀を行い、人件費等の支出

を行った場合の経費は、1 ha 当たり 500GHS と試算され、費用対効果の面でも、機械投

入の妥当性は高いと判断できる。 
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（５）刈り取り機 
刈り取り機は、手押し式の機材と、乗用トラクターによって駆動する作業機の 2 つのタ

イプがある。現状においては前者が一般的であり、AESD の要請する刈り取り機も、5 馬

力、作業幅 1.2 m 程度の手押し式である。刈り取り機の普及台数は、1990 年以降政府を

通して販売されたものが 78 台となっている。調査で確認できた刈り取り機の販売業者は

1 社のみで、2011 年の刈り取り機の販売台数はわずか 4 台となっており、刈り取り機の負

担可能面積から考えて、不足している状況は明らかである。費用対効果については、（４）

において、脱穀と合わせた試算で確認したとおりであり、機械投入は妥当である。 
 

（６）播種機 
今回要請されている播種機は、乗用トラクターの作業機で、メイズ及びコメの作付け

に利用する。散播と比較して適正な播種量で収量を上げることが期待できる。また、

Dibbling による直播と比較して効率的な作業が可能である。要請された播種機は、風圧式

で、メイズは 4 条、コメは 16 条植えつけが可能な機種であった。 
同機材は、低湿地や谷内田での利用には不向きであり、北部の特に高地における稲作

に利用されることが考えられる。播種機の普及台数は、政府による販売でわずか 7 台とな

っており、ほとんど普及していないといえる。乗用トラクターに播種機を取り付けて作

業することで、作業効率が大幅に改善されることは見込まれるが、現状の普及台数から

考えると、小規模農家の裨益は限定的である。現状においては、2KR としてある程度ま

とまった台数を投入する段階にないと判断し、要請内容から削除した。 
 

（７）修理工作車 
要請されている修理工作車は、特に修理、メンテナンスが可能なワークショップが遠

い、農村地域へのサービスに適しており AESD が遠隔地での修理、メンテナンスサービ

スを提供するために利用する計画である。 
ただし、ガーナ国内において、定期点検と消耗品交換のサービスを提供している業者

が確認しただけでも 3 社あるため、AESD の出張により修理サービスを実施するよりも、

こうした業者のサービスセンターに機材を搬入することが、より効率的であると判断し、

修理工作車は要請品目から削除した。 
 

（８）トラック及びブルドーザー 
トラックは汎用性があまりにも広く、2KR の目的に必ずしも適さないため、要請品目

から削除することとした。ブルドーザーについては、建機であり 2KR の適応外として、

要請品目から削除した。 
 

（９）スペアパーツ 
2009 年度においては、購入機材の 10％相当のスペアパーツが供与された。今回の調査

を通じて、機材購入後のスペアパーツの購入は、マーケットにおいて、購入者の責任に

おいて行うことに合意した。これは、AESD におけるスペアパーツ等の管理が煩雑となり

がちであることに加え、スペアパーツを国内で供給できる農業機械メーカー及び販売業
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者が存在していることが確認されたことを背景とする。ただし、トラクターについては、

購入後の初期メンテナンスが長期的な機材の活用に極めて重要であることから、一定運

転時間ごとの無償定期点検と消耗パーツの交換を含めるメーカー保証を入札条件とし、

2KR 機材の適切な活用の促進にむけた体制をとることを確認した。 
 

表４－５ 最終要請品目・数量 
（単位：台数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：MOFA 

 
４－４ 実施体制及びその妥当性 

４－４－１ 配布・販売方法・活用計画 
農業機械の販売に関する情報は新聞やラジオなどのメディアを通して伝えらえる。また、

メディア以外にも、各県に配置されている農業改良普及員を通した情報の提供も実施される。

機材の販売フローについては図４－３に示すとおりである。 
MOFA からの聞き取りによると、各地の農民及び農民組織は各県に配置された農業普及員

を通して情報を得ることが可能であり、農業普及員も地域の農民や農民組織に関する情報を

もっている。したがって、購入を希望する農民が 2KR のターゲットグループとして適当かど

うかは、特に県及び州レベルにおいて精査されることとなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品名 当初要請数量 最終要請数量 優先順位

乗用トラクター

（Agricultural Wheeled Tractor）

精米機

（Rice Mill）

歩行用トラクター

（Power Tiller）

脱穀機

（Rice Thresher）

刈り取り機

（Rice Reaper）
50 50 4

400 400 2

50 50 3

200 200 1

20 20 5
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図４－３ 2KR 機材の配布・販売フロー 

 
購入手続きは以下のとおりとなっている。 
① 購入を希望する農民・農民グループは県・州の農業局へ申請する。 
② 県･州の農業局は、申請者が稲作農民であること、購入代金を支払うだけの収入がある

ことを審査し、購入対象として適当であると認めた場合、申請書とともに MOFA に推薦

書簡を送付する。 
③ MOFA/AESD は、県･州の農業局からの申請書簡に基づき農民／FBO に申請許可（配布

書簡）を送る。 
④ 申請者は指定された金額を小切手で用意し、AESD へ持参する。 
⑤ AESD は申請者と合意書を交わし、用意された小切手を受け取り、レシートを発行する。 
⑥ 申請者は機械を受け取る。（配送の手配は申請者自身が行う）。 
2 回目以降の支払いは、申請者が代金を小切手で用意して AESD へ持参し、同局が見返り資

金（Counterpart Fund：CPF）口座に入金する。 
 

＜販売代金について＞ 
2007 年度及び 2009 年度に調達された農業機械の販売代金は以下のとおりとなっている。 
 

表４－６ 2007 年度 2KR 機材販売価格 
（単位：GHS） 

 
     
 
 

出典：MOFA 

 

　農業機械

農業機械のお知らせ
購入申請
農業機械

テマ港

食糧農業省
農業技術サービス局

州農業局

県農業局

農民・農民グループ

購入
申請

申請
許可

支払い・
引き取り

組立等

品目 販売価格

トラクター及び作業機 22,000
籾摺り精米機 25,000
灌漑ポンプ 12,000
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表４－７ 2009 年度 2KR 機材販売価格 
（単位：GHS） 

 
     
 
 
 

 
出典：MOFA 

 
2KR によって調達された機材は CPF の義務額である本船渡し条件（Free On Board：FOB）

価格の 2 分の 1 程度としている。支払方法については、これまで 1 回目の支払いで 50％を支

払、残高を 3 回に分けて、20％、20％、10％の割合で支払うこととしていた。現行の方法に

おいては、1 回目の支払いを 70％として残価を 15％、10％、5％の割合で支払う方法を導入し

ている。また、可能な限り銀行保証の取り付けも推進している。結果として、CPF の積み立

てを早い段階で達成している。 
2012 年度に要請する機材の配布計画についてはまだ決定されていない。各地からの申請状

況に応じて決定するとのことであった。 
 

表４－８ 2005 年から 2009 年度までの配布・販売状況 
（単位：台数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：MOFA 

 
４－４－２ 技術支援の必要性 

AESD は、2012 年度における農業機械化に向けたアドバイザー個別専門家の派遣を要請し

ており、機材投入のみでないソフトコンポーネントを含めた包括的な農業近代化への取り組

みを行うとしている。個別専門家には、AMSEC 等を中心とした MOFA が管轄する事業に係

る課題を抽出し、機械化の促進に向けた方策への助言が期待される。バリューチェーンを視

野に入れ、トラクターの投入による単位収量の増加や稲作面積の拡張のみでなく、適切な刈

り取り機と脱穀機の投入による販売を視野に入れたコメの質向上について配慮した農業行政

品目 販売価格

トラクター及び作業機 22,000
コンバイン・ハーベスター 25,000
精米機 12,000
灌漑ポンプ 2,500
脱穀機 3,000
刈り取り機 3,500

品目 北東部州 北西部州 北部州
アシャン
ティ州

東部州 ヴォルタ州
グレーター
・アクラ州

合計

乗用トラクター 29 22 99 14 5 36 48 253

灌漑用ポンプ 6 15 21 12 11 46 111

精米機 2 1 4 1 1 2 13 24

歩行用トラクター 1 1 1 13 4 4 76 100

脱穀機 12 1 16 6 35

刈り取り機 11 1 8 15 35
コンバイン・ハーベ
スター 2 2

合計 38 39 148 41 19 84 191 560
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を促進し、課題とされる農業機械オペレーターの技術レベル向上やスペアパーツ・修理にお

ける民間業者との連携強化に向けた支援の必要性は高い。 
 

４－４－３ 他ドナー・技術協力等との連携を通じたより効果的な 2KR の可能性 
現時点で MOFA は、2KR の販売対象者と特定の技術協力や他ドナーによる受益対象者を同

一にすることは検討していない。JICA の「天水稲作持続的開発プロジェクト」においては、

農民のアクセスが容易な低投入型の技術普及を中心としており、農業機械などの投入は最小

限としていることから、2KR による機材投入とは緩やかな連携を維持するにとどまる。 
より効果的な支援に向けては、他ドナーによる農業機械支援との調整が必要である。AESD

は中国やブラジルの資金協力による農業機械の投入も予定しているので、こうした農業機械

に係る動向を的確に把握していく必要がある。 
 

４－４－４ CPF の管理体制 
（１）管理機関 

現在、MOFA がガーナ銀行に 2KR の CPF 用の口座を開設し、入金し、資金の管理を行

っている。また、2005 年度、2007 年度及び 2009 年度については、年度ごとに CPF 口座

を開設し、支払額全額が入金されるようになっている。2012 年度についても案件が承認

された際には、同様に個別に口座を開設することを確認した。 
 

（２）積立て方法 
農民は、準備した小切手を AESD の会計係に直接提出し、会計係が CPF 口座に入金す

る手続きを取る。支払いのフローを図４－４に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：MOFA 及び調査団作表 

図４－４ 見返り資金（CPF）積み立てのフロー 
 
（３）CPF 積立額 

今次調査時点のガーナ 2KR の CPF の状況を表４－９に示す。 
 
 
 
 

　入出金比較表

振込み
購入・支払いの連絡

支払いの催促 支払い

AESD

農民・農民グループ

会計係 見返り資金口座
（ガーナ銀行）
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表４－９ CPF の状況 

 
 
 
 
 
 
 

 
出典：MOFA から入手したガーナ銀行残高明細書より調査団作表 

 
2005 年度に関しては、期限までの積立が困難であったため、ガーナ政府の予算措置に

て 100％を達成している。2007 年度の積立期限については、MOFA から 3 年間の延長が要

請され、検討が行われている。2009 年度に関しては、義務額まで残り 3.5％程度であるが、

期限までに販売額の回収を厳格に行い積み上げる予定である。 
 
（４）CPF の使用について 

CPF の使用状況を表４－10 に示す。 
 

表４－10 2KR CPF の使用状況 

実施年度 CPF 使用プロジェクト名 承認額 
（GHS） 資金使用年度 実施機関 

2009 2005 年度 2KR 外部監査費用 55,800 1998/1999 MOFA/AESD
2009 ガーナ郡都道路改修計画 631,133 2005 支線道路部門

2010 ナショナルマイクロファイナンス 233,231 2005 財務計画省

2010 ナショナルマイクロファイナンス 654,425 2007 財務計画省
出典：MOFA 及び調査団作表 

 
2005 年度 CPF 口座の外部監査費用が在ガーナ日本国大使館（Embassy of Japan：EOJ）

に承認されており、大使館、JICA 事務所に報告書が提出されている。外部監査の結果と

しては、大きな問題は指摘されていない。また、2005 年度口座からは、ガーナ郡都道路

改修プロジェクトに CPF の活用が承認されている。 
2005 年度、2007 年度の両 CPF 口座から「ナショナルマイクロファイナンスプロジェク

ト」へ計 8,876,656GHS の使用が EOJ により承認され 2010 年に実施されている。 
今後の 2KR CPF の使用計画として、 AESD によると、東部にある既存施設

「Agriculture Machinery Training Center」の農業機械化トレーニング機材やオフィス用品

等の資機材整備にかかわる申請の提出を検討しているとのことである。他方で、MOFA
水産委員会からは、貧困村落部における農漁民への船外機購入に係る使途申請が提出さ

れ、内容の検討が行われている。 
 

４－４－５ モニタリング・評価体制 
2KR のモニタリングについては、実施機関である AESD が責任を負っており、調達資機材

E/N供与額 FOB総額

（円） （円）
ガーナ・セ
ディ/USD 円/USD

2005 360,000,000 332,725,670 0.912 115.45 1/2 166,362,835 1,263,281 1,263,281.00 100.00 864,363.99 398,917.01 6/1/2006 5/1/2010

2006 -

2007 370,000,000 323,303,489 0.97 112.25 1/2
or more 161,651,744.5 1,396,901 996,800.00 71.36 654,425.38 312,874.62 17/12/2007 16/12/2011

2008 -

2009 460,000,000 399,680,395 1.4190 90.518 1/2
or more 199,840,197.5 3,132,782 3,022,300.00 96.47 0.00 3,022,300.00 12/3/2010 11/3/2014

合計 1,190,000,000 1,055,709,554 - - - 527,854,777.0 - - - 1,518,789.37 3,734,091.63 - -

年度

為替レート FOBに対
する積立
て義務率

積立て義務額

 (ガーナ・セディ)
積立て義務額

 （円）

積立て額

(ガーナ・セディ)
支出額

 (ガーナ・セディ)
残額

(ガーナ・セディ) 積立て期限E/N署名日
積立て率

(%)

2012年6月30日現在
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の使用法、農業機械の状況について確認を行っている。なお、2005 年度に調達された農機の

モニタリングレポートが連絡協議会で日本側に提出されている。4 カ月に 1 回モニタリングを

実施している。2012 年も既に実施され北西部においてトラクターオペレーターへの助言を行

っている旨、報告を得た。 
 
４－４－６ 広 報 

ガーナは 2KR に係る広報の重要性を十分に認識しており、E/N 署名式の様子を報道してい

る。また、2KR 機材の到着に合わせて、新聞等メディアで広告している。さらに、2009 年度

案件の引き渡し式を 2011 年 5 月 12 日に実施しており、その様子はテレビ、ラジオ、新聞で報

道された。 
 
４－４－７ その他（新供与条件等について） 

新供与条件は既に受け入れ済みであり、本計画についても受入れについて合意している。 
 

（１）外部監査 
2005 年度の CPF 口座について、選定された民間の監査法人により外部監査が実施され

ている。なお、本外部監査に係る費用 55,800GHS については、CPF が充当されており、

日本国政府に既に承認され監査報告書も EOJ、JICA ガーナ事務所へ提出済みである。結

果は、特に問題なしとのことである。2007 年度、2009 年度分についても CPF の使用を申

請する予定である。 
 
（２）連絡協議会の実施 

2007 年度について、コミッティ（政府間協議会）を 2009 年 5 月 27 日、2009 年度につ

いては、2011 年 7 月 27 日に開催している。他方で、AESD は、JICA ガーナ事務所と適宜

連絡協議会を実施しており、過年度の 2KR に関しての進捗、モニタリングの状況等につ

いて報告している。直近では、2012 年 3 月に JICA ガーナ事務所との間で開催され、CPF
回収の進捗、モニタリング結果の報告がなされた。 

 
（３）ステークホルダーの参加 

2005 年度及び 2007 年度の対象地域である 5 州（グレートアクラ州、ボルタ州、ノーザ

ン州、アッパーウェスト州及びアッパーイースト州）において、2011 年 1 月に 2KR コー

ディネーター、技術者、農民、NGO 等の参加の下に行われている。その模様は、JICA 事

務所へ報告されている。また、毎年、12 月第１金曜日がファーマーズデイという祝日で

あり、この日にステークホルダー会議を開催しており、農民からの質問や農業機械の有

効活用について農業普及員がアドバイスを行っている旨、報告を得た。 
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第５章 結論と提言 
 
５－１ 結 論 

ガーナにおいて農林水産業は、労働人口の半分以上が従事し、GDP に占める割合が産業別で

1 位を占める重要な基幹産業であり、また農林水産業の労働人口のうち約 95％が耕種農業に従

事している。しかしながら、食用作物、ことに穀類の農業生産は低迷しており、国内消費量の増

加に比例して穀物輸入額は年々増加の一途をたどっている。 
このような状況で、ガーナの貧困削減戦略である GPRSⅠ、GPRSⅡ、続いて策定された

GSGDA、農業セクター開発計画である FASDEP 及びそれを基に策定された METASIP では、農

業セクターの重要性とその持続的な発展のために「灌漑設備普及の加速化」「農業金融と農業投

入財へのアクセスの向上」「農業機械へのアクセスの向上」が必要であるとうたわれている。 
MOFA はこれらの国家政策を踏まえ、食用作物のなかで特にコメ増産のためには、作業や伝

統的な道具の使用、天水に依存する農作業から、農業機械化による増産と効率化が必要であると

して、2KR による農業機械の調達を要請したものであり、要請内容は妥当であると判断される。 
日本の援助では、JICA が 2006 年から 2008 年にかけて開発調査「コメ総合生産・販売計画調

査」を通じてガーナの稲作におけるマスタープランづくりを実施し、また 2008 年からは技術協

力プロジェクト「天水稲作持続的開発プロジェクト」を開始する等、農業セクター分野における

日本からの協力はコメ生産と貧困削減を中心にしたものとの認識も高まっている。 
ガーナにおけるコメ増産は重要課題であり、土地生産性の向上、農地と作付面積の拡大、収

穫後の処理による付加価値の創出のためには、農業機械の投入による農作業の改善は有効であり

重要と考える。また、2KR の実施を担う AESD も、前回 2009 年度の実施を経て、実施体制はよ

り充実し、定期的な連絡協議会、ステークホルダーミーティングの開催等、より良い 2KR 実施

に向ける意欲も高く、実施体制も妥当であると判断される。現地の EOJ、JICA ガーナ事務所も、

2KR 実施を、国別援助方針の稲作振興・農業開発プログラムにおける協力と明確に位置づけ、

支援を行うこととしている。 
以上から、ガーナに対する本計画実施は妥当と判断される。 
 

５－２ 提 言 
農業機械の運営、維持管理体制の強化及びスペアパーツへのアクセスの改善についてはこれ

までの 2KR に係る調査でも指摘されているが、今般の調査においては、ガーナの農業機械化に

おける現況を踏まえ、以下のとおり提言する。 
 
（１）農業機械の維持管理に係る体制の強化 

MOFA は、農業機械化の最も重要な事業である AMSEC において、MOFA から購入した

農業機械の小規模農民への貸し出しを通じて、小規模農家の生産性を高める働きかけを行う

と同時に、農業機械の保守整備に係る資金を機材所有者が獲得できるシステムを導入してお

り、2KR においても同様に供与農業機械に係るノウハウを援用することが可能である。 
また、農業機械化に向けた課題である機械オペレーター技術力の強化に向け、AESD は、

主要都市に設置されるワークショップにおいて無償のオペレータートレーニングを実施して

いる。他方、多くの農業機械所有者は、トラクターなどの大型機械を操作するオペレーター
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を特定し、貸し出し時において専属のオペレーターによる作業が行われるよう体制をとり、

故障を減ずる対策を採っている。同様の取り組みは 2KR の機材購入者にも適用されること

が望ましく、機材販売時に研修機会やオペレーター管理に係る情報提供及び指導が適切に行

われるよう AESD に働きかけることが肝要である。 
 
（２）スペアパーツへのアクセスに係る民間及び政府の役割 

順調な経済開発を続けるガーナでは、民間資金の活用や官民連携による取り組みが、持

続的な農業開発の基盤であると理解される。今回の 2KR 調査において、スペアパーツにつ

いては、機材貸し出しによる収益から所有者がマーケットで調達することを基本とする旨を

確認した。ただし、こうした体制の実現に向けては、ディーラーにおけるスペアパーツ在庫

管理のモニタリングや購入者へのパーツ購入ルート等に係る情報の共有が、AESD によって

適切に行われる必要があり、行政の役割が一層重要になることは明らかである。農業セクタ

ーにおける民間業者の積極的な活用に向けては、行政の担うべき業務と責任が、民間に移行

し減少するものではないことに留意が必要である。 
 
（３）営農分析の必要性 

ガーナでは地域によって稲作適地の条件や稲作の規模、営農習慣に違いがみられ、それ

らにより必要な農業機械のニーズが違いがある。したがって、ガーナ政府が今後更に詳細か

つ適切な農業機械化計画を進めるためには、国全体の耕作可能面積との比較によるニーズの

みでなく、上記の要素も踏まえたうえで農業機械を導入した場合の営農収支分析を行い、そ

れらを基に各地の文脈に沿った農業機械化戦略を検討する必要がある。 
 
（４）残余資機材に係る対応 

2009 年度に調達し現段階で残余がある灌漑用ポンプについては、上述のとおり現在

MOFA/AMSEC が県及び郡の事務所も含め更なる農家への販売促進活動を進めているところ

である。 
JICA ガーナ事務所としては在ガーナ EOJ と共に AMSEC の上記の対応を今後緊密にモニ

タリングし、適宜助言等を行っていく必要がある。 
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ガーナ政府資料 

1. Ghana Shared Growth and Development Agenda (GSGDA) 2010-1013 (Volume 1: 

Policy Framework), National Development Planning Commission, Government of 

Ghana, 2010. 

2. Ghana Shared Growth and Development Agenda (GSGDA) 2010-1013 (Volume 2: 

Costing Framework), National Development Planning Commission, Government of 

Ghana, 2010. 

ガーナ統計サービス局資料 

3. 2010 Population & Housing Census: Summary Report of Final Results, GSS, 2012. 

4. Ghana in Figures, GSS, 2008. 

5. Ghana at a Glance 2009, GSS 

6. Ghana’s Economic Performance 2010 in Figures, GSS, 2011. 

7. Digest of Macroeconomic Data: Statistical Abstract 2009, GSS, 2010. 

8. Ghana Living Standards Survey Report of the Fifth Round (GLSS 5), GSS, 2008. 

食糧農業省資料 

9. Medium Term Agriculture Sector Investment Plan (METASIP) 2009-2015 (Volume 

1), MOFA, 2009. 

10. Medium Term Agriculture Sector Investment Plan (METASIP) 2009-2015 (Volume 

2: Programme of Actions), MOFA, 2009. 

11. National Rice Development Strategy (NRDS)-draft, MOFA, 2009. 

12. Agriculture in Ghana: Fact and Figures (2010), Statistics, Research, Information 

Directorate (SRID), Ministry of Food and Agriculture, 2011. 

13. Inventory of Agricultural Machinery/Equipment Imported by MOFA Since 1996, 

MOFA, 2012. 

14. Establishment of Agricultural Mechanization Services and Support Centres in 

Ghana, AESD（内部資料） 

15. Agricultural Machinery & Equipment Needs of Ghana – Briefing（内部資料） 

16. Weta Irrigation Scheme, Ghana Irrigation Development Authority, 2012. 

17. Regional Distribution List of 2KR Machineries 2005-2009, AESD, MOFA, 2012. 

18. Food Balance Sheet 2002-2011, SRID, MOFA, 2012. 

19. Production Estimates in 2011, SRID, 2012 （内部資料） 

その他 

20. Ghana Rice Inter-professional Body (GRIB) Porfile, GRIB 

21. Equipment and Financial Needs Assessment of Members of the Ghana Rice 

Inter-professional Body (GRIB) in Northern and Upper East Regions of Ghana, 

GRIB, 2012. 
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22. Assessment of West Africa Region’s Market for Rice Equipment Distribution and 

After-sale Service, USAID, 2011. 

23. Ghana at a Glance, 

http://devdata.worldbank.org/AAG/gha_aag.pdf#search='GNI%20ghana%20world%

20bank' 
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 単位 データ年 データ出典

総人口 2,439.2 万人 2010年 FAOSTAT
農村人口 1,183.7 万人 2010年 FAOSTAT
農業労働人口 1,312.9 万人 2010年 FAOSTAT
農業労働人口割合 53.8 % 2010年 FAOSTAT
農業セクターGDP割合 30.2 % 2010年 註1
農耕面積/トラクター一台当たり 60 ha 2010年 MOFA, AESD

III．土地利用

総面積 2,385.4 万ha 2009年 FAOSTAT
陸地面積 2,275.4 万ha 2009年 FAOSTAT
耕地面積 1,550.0 万ha 2009年 FAOSTAT
永年作物面積 280.0 万ha 2009年 FAOSTAT
灌漑面積 3.4 万ha 2009年 FAOSTAT
灌漑面積率 0.2 % 2009年 FAOSTAT

IV．経済指標

1人当たりGNI 1,230 USD 2010年 註2
対外債務残高 6,119 百万UDS 2010年 註3
対日貿易量　輸出 139.66 億円 2011年 註4
対日貿易量　輸入 145.55 億円 2011年 註4

V．主要農業食糧事情

　 FAO食糧不足認定国 認定 2012年 註5
穀物外部依存量 58.30 万トン 2010年 註1

1人当たり食糧生産指標 111.31
2004～06
年＝100

2010年 FAOSTAT

穀物輸入 58.08 万トン 2010年 註1
食糧援助（穀物） 0.22 万トン 2010年 註1（予測値）

食糧輸入依存率 21.54 % 2010年 註1

カロリー供給量／人日 2,934 カロリー 2009年 FAOSTAT
VI．主要作物単位収量

米 2.35 ﾄﾝ/ha 2011年 註6
トウモロコシ 1.65 ﾄﾝ/ha 2011年 註6
ミレット 1.03 ﾄﾝ/ha 2011年 註6
ソルガム 1.18 ﾄﾝ/ha 2011年 註6
キャッサバ 16.01 ﾄﾝ/ha 2011年 註6
ヤム 14.50 ﾄﾝ/ha 2011年 註6
プランテイン 10.76 ﾄﾝ/ha 2011年 註6
ココヤム 6.36 ﾄﾝ/ha 2011年 註6

註1　Agriculture in Ghana: Facts and Figures (2010), Statistics, Research and Information Directorate (SRID) 2011
註2　Ghana at a Glance,　http://devdata.worldbank.org/AAG/gha_aag.pdf#search='GNI%20ghana%20world%20bank'
註3　Ghana's Economiｃ Performance 2010 in Figures, Ghana Statistical Service (GSS) 2011
註4　外務省ホームページ、ガーナ基礎情報より。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ghana/data.html
註5　FAOホームページ、2012年低所得食糧不足国リストより。http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/
註6　Production Estimates 2011, Statistics, Research and Information Directorate (SRID), MOFA 2012

II．農業指標

正式名称
I．国名

ガーナ共和国
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（１） 政府関係者 

１）食糧農業省北部州農業事務所長：Boakye Acheampong 氏 

北部州、タマレにおける調査を実施するにあたり、州農業食糧省次官及び州農業技術サ

ービス局（AESD）のエンジニアに調査の説明と、北部州の現況に関する情報収集を行った。 

次官によると、北部州における農業は、その多くが天水に依存しているため、天候に合

わせた適期の作業が不可欠である。そのため、特に農地の整地・均平作業においては、農

業機械が必要である。また、個々の農家世帯の土地所有面積は少ないものの、平坦な耕地

が広がっているため、歩行用トラクターより、乗用トラクターの方が効率よく作業を行う

ことができる。 

農業食糧省は 2011 年から Block Farming というプログラムを導入し、農家をグループ化

して、耕地の整地・均平作業、種及び肥料の配布をパッケージとしてサービスしている。

2011 年にはそのサービスは提供されたものの、その翌年は予算が不足したため、整地・均

平作業のサービスを提供することができなかった。乗用トラクターとプラウ、ハローのセ

ットを増やすことで、北部州の耕地はより有効に活用できる。 

州 AESD の役割は、農業機械のメンテナンスや修理を行うだけでなく、州内の農業機械

オペレーターに対する研修を実施することである。農業機械のメンテナンスや修理につい

ては、基本的に販売業者がアフターサービスとして実施するが、業者がカバーできない範

囲を AESD でサービスを提供している。 

 

２）食糧農業省、農業普及サービス局（DAES）次官：Theophilus Osei Owusu 氏 

 DAES は農業技術の普及や農民組織の組織化や機能強化などの業務を行っている。各県に

6 人から 20 人の普及員が配置されており、末端での活動を行っている。2011 年現在で 5,675

の農民組織、82,289 人の農民が登録されており、DAES のサービスを受けている。農民組織

を構成する農家の規模は小規模から大規模までさまざまである。農民組織の目的によって

組織の規模も様々である。たとえば、畜産の組織は 5－7 世帯、耕種農業の組織は 15－30

世帯、そして灌漑組織については 50 世帯以上となっている。 

 これらの農民組織を対象に、肥料の販売、展示圃場の設置、適正技術の普及を行ってい

る。普及方法としては、Farmer Field School や Field Day を実施している。また、普及活動に

利用する普及教材の作成も行っている。最近実施しているプロジェクトとしては、世界銀

行の支援による Agriculture Sub-sector Improvement Programme がある。このプロジェクトで

は、正規価格の 10%の値段で精米機、キャッサバ加工機、メイズ加工機、灌漑用機材を販

売している。また、カナダ国際開発庁（CIDA）の支援で農業の企業化の推進を目的とした

能力強化事業も実施している。この事業では、すでに 1,880 の農民組織が研修を受けている。 

 農民組織は組合組織としての規則に則って運営されており、その規則は国際協同組合同

盟の協同組合原則に沿ったものである。 
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（２） 資機材のエンドユーザー 

１）アストゥアレ灌漑スキーム：William Noi 氏（農民） 

アストゥアレ灌漑スキームの受益者である、ウィリアム・ノイ氏から聞き取りを行った。 

ノイ氏の圃場は 15ha であり、比較的大規模な農場経営を行っている。すべて稲作であり、

昨年はヘクタール当たり 6.4 トンを生産することができた。二期作を行っており、乾期作付

けの終了は 4 から 5 トンである。 

以前 Donfe という中国製の歩行用トラクター（16hp）を 1,700GHS で購入したが、1 作期

で故障し、パーツが入手できないために現在使用していない。その後、2KR でクボタの歩

行用トラクター（12hp）を 3,000GHS で購入している。修理やメンテナンスは、AESD のワ

ークショップで行っている。トラクター自体の問題はなく、適切に作業を進めることがで

きている。クボタについてもスペアパーツが入手できないため、AESD で制作してもらう場

合もある。たとえば、代掻き用のかご車輪は純正のものではこの圃場に合わないため、や

や大きめのかご車輪を作製してもらった。 

 

２）アフィフェ灌漑プロジェクト：Ernest Copodo 氏（農民） 

1962 年に始まった灌漑スキームである。灌漑可能面積は 950ha あり、実際の灌漑面積は

880ha となっている。灌漑施設を利用する農民は組織化され配水計画に沿って稲作を行って

いる。灌漑スキームで農業を行っている世帯は 1,024 世帯である。1 作期のコメの生産量は

約 4,200 トンで、1 トンの販売価格は 706GHS である。農民組織は 12 のセクションに区分

されており、セクションごとに倉庫が設置されている。 

2009 年の 2KR で販売された刈り取り機を購入したエルネスト・コポド氏は、アフィフェ

灌漑スキームにおいて稲作を行う農家のひとりである。コポド氏の所有する土地は 2ha であ

り、すべて稲作を行っている。1ha 当たりの収量は約 5 トンである。圃場の耕起作業は耕耘

機及びトラクターで行っている。自分の土地だけでなく、周辺の圃場にも賃耕を行ってい

る。ロータリーティラーによる耕起の後、水を入れて代掻きを行う。土地によっては耕起

作業を 2 回行うこともある。田植えは手植えでおこなう。肥料はヘクタール当たり NPK が

300kg、アンモニアが 200kg、Urea が 50kg 施肥される。除草剤、殺虫剤も使用する。 

刈り取りは 2KR で購入したクボタの刈り取り機を利用している。購入価格は 3,500GHS

である。作業幅は 120cm であり、作業スピードは時速 3km 程度。作業期間を 30 日とする

と、負担面積はおよそ 44ha と試算できる。コポド氏が実際に作業している面積は 45ha であ

る。コポド氏からの聞き取りによれば、刈り取りから脱穀までの、ha 当たりの機械による

作業コストは以下のように試算される。 

刈り取り作業：175GHS 

刈り取った稲の集積作業：75GHS（手作業） 

脱穀作業：200GHS 

合計：450GHS 
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 一方、この地域の一般的な労働費用から、手作業による刈り取りから脱穀までの作業は

ヘクタール当たり約 500GHS となっている。 

 作業効率についても、人力と比較して機械による作業効率は高い。刈り取りの場合、1ha

を刈り取るのに 8 人で約 8 時間かかるところ、約 4 から 5 時間で作業が可能となる。脱穀

作業については、手作業の場合 5 トンの稲（1ha の収穫量）を脱穀するのに 1 日 7 時間作業

で 2 日間、つまり 14 時間かかるとされる。したがって、1 時間の作業量は 350kg と試算で

きる。機械の場合、その能力によるが、現在要請されている脱穀機は 1 時間 1,000kg の作業

能力を持つ。 

 以上のような試算から、今のところ、刈り取りから脱穀までの作業を機械化することは

経営的にも、作業効率的にも有効であるという。そうした効果を他の農民も認識しており、

より多くの刈り取り機及び脱穀機が導入されることを望んでいることも指摘された。 

 

３）アシャンティ州アヌ谷灌漑プロジェクト: Paul Amo 氏 (Scheme Manager) 

 アヌ谷灌漑プロジェクトは、中国政府の支援で 1991 年に設立された灌漑施設である。現

在ガーナ灌漑開発局（GIDA）が管理を行っており、140ha を灌漑対象地域としている。実

際に開拓されているのは 90ha であり、耕作しているのは 58ha である。耕地は A 地区と B

地区に分かれており、A 地区はアヌ川からのポンプ灌漑を行っており、B 地区はオウェリ川

からの重力灌漑を行っている。主な作物はコメであり、2011 年の単収は 5.2 トンとなってい

る。 

 灌漑プロジェクト内では、79 世帯の農家で構成される農民組織が稲作を行っている。各

世帯が稲を作付けしているのは約 1ha である。世帯によっては灌漑地以外にも 2～3ha の土

地を所有しており、野菜や澱粉作物などの栽培を行っている。農民組織はローンで毎年銀

行から資金を調達し、肥料や種を購入している。農業機械も共同購入しており、2KR では

2000 年に耕耘機を 4 台とヤンマーの籾摺り精米機 1 台を購入している。精米機は 8 年稼働

したが、耕耘機については、国内でスペアパーツが入手できなかったため、数年しか使用

していない。精米機についても、純正のスペアパーツが入手できなかったため、中国製サ

タケの部品を代用していたという。現在稼働しているのは、2011 年に購入した中国製のワ

ンパス式の精米機である。夾雑物の除去機能がついていないため、精米の後に風選機で夾

雑物を取り除く。 

 共同管理する倉庫にコメを貯蔵している。コメの販売は個々の世帯で行うが、価格につ

いては組織内で決定している。生産したコメの 80%は卸売業者に販売している。 

 

 

（３） 国内の民間農業資機材ディーラー 

１）RST Company Ltd.: Sampson A. Tetteh 氏（Managing Director） 

 1994 年に創業した農業機材販売会社である。主に中国製機材の輸入販売を行っている。

顧客の 6 割は農民であり、残りの 4 割は各地の卸売業者である。支部はガーナの主要都市

に 4 か所あり、タマレには代理店を置いている。会社全体で、管理職が 10 人、エンジニア
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が 6 人、機械工が 9 人、その他の社員が 8 人で構成されている。アクラ市には農業機材を

組み立てるワークショップがある。 

 販売している農機は、50～80 馬力のトラクター、15 馬力の歩行用トラクター、刈り取り

機、脱穀機、精米機、播種機、コンバイン・ハーベスター、灌漑用ポンプである。いずれ

も中国製である。販売する機械には 1 年間の保証期間がついている。スペアパーツの販売、

操作及び保守・管理のトレーニングも実施する。トラクターやコンバイン・ハーベスター

のような大型機械に対しては、定期的なメンテナンスのサービスも提供している。移動工

作車を所有しており、遠隔地におけるサービスを提供している。 

 2KR については良いプロジェクトであると考えているが、農業機材の販売はガーナの販

売業者を通すべきだ。ガーナに販売網を確立した販売業者でなければ、適切なアフターサ

ービスを提供することはできない。ニーズの高い農業機材としては、刈り取り機と脱穀機

のニーズが高い。播種機のニーズは低い。 

 

２）CFAO Equipment Ghana Ltd.: Alexis Madrange 

 CFAO はアフリカを中心に機材の販売を行うフランス資本の会社である。ガーナにおいて

も販売実績はあるが、会社としての拠点は持っていなかった。2011 年 5 月にガーナの拠点

を設立し、会社としても登録している。農業機械については、ニューホランド社の製品の

輸入販売を行っている。設立して間もないため、倉庫やワークショップの設置の一部は同

時進行で進んでいる。管理職は 4 人、経理が 6 人、販売員 4 人、エンジニアは 1 人、そし

て技師が 10 人配置されている。2011 年にはすでに 150 台のトラクターを販売している。 

 CFAO の販売するニューホランド社のトラクターについては、1 年間の保証期間がついて

いる。購入者に対しては、運転及び保守・管理のトレーニングを実施し、スペアパーツの

供給やメンテナンスは各地の支店や移動工作車によって行う。トラクターについては定期

メンテナンスも実施している。主なスペアパーツは各地の倉庫にストックを置いているが、

ガーナに置いていないパーツについても、4 日間で取り寄せることができる。 

 2KR については、ガーナの機械化を進める上で有効なプロジェクトである。農業機械の

普及はまだ十分ではないが、農民も農業機械を使うことで、その利便性や経済性を理解す

るようになると考える。 

 

３）Mechanical Lloyd Co. Ltd.: Isaac Osei Kofi 氏 

 Mechanical Lloyd 社はマセー・ファーガソン社の正規販売代理店である。2012 年で創業し

て 40 年となり、農業機械販売業者としてはガーナでは最も実績のある会社である。本社と

合わせてアクラ市内に 2 か所の販売所兼倉庫を持ち、その他にはアシャンティ州クマシ市

と北部州タマレ市に 1 か所ずつ支部を持っている。本部には管理職が 7 人、エンジニアが 2

人、そして技師（Technician）配置されており、各支部には 3 人のエンジニアが配置されて

おり、ワークショップも持つ。 

 販売しているトラクターはブラジル製である。トルコ製などもあるが品質はブラジル製

のほうが良い。販売したトラクターには 1 年の保証期間をつけている。定期メンテナンス
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についても、50 時間、250 時間、500 時間、750 時間に、それぞれ必要なメンテナンスとパ

ーツ交換を行っている。交換するパーツの費用はトラクターの販売価格に上乗せし、定期

メンテナンスでは無料で交換している。移動工作車は 2 台所有しており、遠隔地でもサー

ビスを提供している。 

 2KR のプロジェクト自体には賛成するが、値段で受注業者が決められる入札方法は問題

である。利用者のことを考え、価格だけでなく、品質についても考慮すべきことが指摘さ

れた。マセー・ファーガソンはガーナにおいて最も普及しているブランドである。利用者

も多く、スペアパーツなども入手しやすい。価格は多少他社の製品より高いが、適切な保

守・管理のもとで稼働すれば、20 年以上利用することができる。Mechanical Lloyd は地方に

も支部を持っており、スペアパーツやアフターサービスも適切に提供することができる。 

 

４）AMSG Ltd.（ヤンマー代理店）：田村芳一（代表） 

 2KR の効果については高く評価しており、ガーナの農業振興に役立っていると思う。一

方、中国などの他国の農業支援にガーナは満足していないという印象を持っている。ガー

ナの農民は今後自分で農業機械を買えるようになると考えている。日本企業については、

これまでのように 2KR で販売するのではなく、2KR と同程度の値段で売り込むように動く

べきだ。この２，３年が日本企業進出の重要な機会だと認識している。サタケの精米機は

中国製へと移っている。 

 ヤンマーは刈り取り機、脱穀機、精米機などを販売している。スペアパーツについては、

クマシ市とタマレ市からの供給は可能である。スペアパーツについては価格が高いとの指

摘もあるが、ロットが小さいから価格を抑えられない。ロットを大きくするためには、2KR

でも品目を絞って数を増やすほうが得策である。また、農業機械化サービスセンター

（AMSEC）の数が増えているので、1 年の保証期間後は AMSEC がフォローするほうが良

い。 

 これまで耕耘機の使い方は十分に理解されていなかったのだと思う。耕耘機はトラクタ

ーと同様に様々な目的で利用することができるが、それが理解されていないために、普及

が進んでいなかった。最近になって、ようやく利用の仕方が認識されはじめている。農業

機械を販売する際に研修を行うが、一週間程度の研修では農業機械の利用や保守・管理の

教育はできない。もっと時間をとった研修を行わなければならない。 

 

 

（４） その他 

１）Goodman & Son Co.：Alhaji Mamudu Alhassan 氏（社長） 

Goodman & Son 社は 2007 年に最初に設立された AMSECs グループのひとつである。もと

もとは簡易な農機具や荷車を製造する会社であった。農業機械によるサービス業を開始し

たのは AMSECs として登録されてからのことである。 

 AMSECs として実施しているサービス業は、トラクターによる賃耕サービスである。食

糧農業省から補助金付きで購入したのは Farmtrac 社の大型トラクター（70hp）5 台と、小型
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の乗用トラクター（45hp）3 台である。さらに、ディスクプラウとハローを作業機として購

入している。 

いずれのトラクターもイギリス製の農機で性能は良いものの、一般に出回っている機種

ではないために、スペアパーツが入手しづらいという。入手することができても、一般に

出回っているマセー・ファーガソン社のものと比べて 2 倍近い値段がする。オーバーホー

ルをするにしても、マセー・ファーガソン社が 1,000GHS であるのに対し、Farmtrac 社につ

いては約 2,500GHS かかる。 

 ディスクプラウによる耕起作業は 1 エーカー30GHS である。このサービス料は、農業省、

コミュニティ、そして AMSECs の協議によって決められる。支払い能力のない農家につい

ては、1 エーカー1 袋の籾で対価を支払うことができる。その場合、農家は作業に必要なガ

ソリンを 1 ガロン提供することになっている。 

 サービスの注文は、作業を効率的に行うために、コミュニティ・ベースで行われる。つ

まり、各地のコミュニティのリーダーが賃耕サービスを必要とする農家を集め、協議した

うえで土地をまとめ、作業を注文する。 

 Goodman & Son 社のクライアント農家は約 300 世帯である。5 台のトラクターで 1 年間に

カバーする賃耕サービスの面積は、約 280ha である。したがって、一台の負担面積は約 56ha

ということになる。 

 敷地内には、刈り取り機（ロータリー式）が放置されていた。それも AMSEC プログラム

で購入したものだが、この地域では使い勝手が悪いため、今のところ全く使っていない。 

 

２）タマレ市内の農機修理業者 

2KR によって購入された農業機械を専門に扱っているワークショップと、近隣のスペア

パーツ店を訪問した。 

 訪問した当時、2KR で導入されたランディニ社のトラクターとクボタのトラクターの修

理が行われているところであった。ワークショップの修理工の話によれば、ランディニ社

のトラクターについては、特に大きな問題はなく、非常に性能の良いトラクターではある

が、エンジン・バランサーがしばしば問題を起こすという。エンジンに関する問題が起こ

った時、タマレでは純正の部品が入手できないため、他社の部品を加工し、代用している。 

 クボタについても同様であり、エンジンの部品がないため、一度問題が起こると、エン

ジンごと取り換えることになる。実際、訪問した際に確認したクボタのトラクターは 2007

年度の 2KR で供与され、2009 年に調達されたものであったが、エンジン部品が手に入らな

いために、フィアット社の中古エンジンに取り換えているところであった。クボタのエン

ジンについては、部品さえ手に入れば修理可能であり、問題なく運転することができると

いう。 

 

３）タマレ市内スペアパーツ販売業者 

 ワークショップから近いスペアパーツ店を訪問し、スペアパーツの流通事情について聞

き取りを行った。このスペアパーツ店の店主からも、クボタやランディニ社のスペアパー
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ツが手に入りにくいことが指摘された。この店では主にマセー・ファーガソン社の部品を

取り扱っている。他社の部品のニーズがあることも理解しているが、代理店との直接のコ

ンタクトがないために、容易に入手することができないという。 

 

４）スグロニ・イェルマンレ農民組織 

 当農民組織はタマレ市近郊の小規模及び中規模農家 11 世帯によって組織されている。

2009 年に農民組織として登録しており、Block Farming の対象地区として州食糧農業省のサ

ービスを受けている。主に作付けしている作物はトウモロコシとコメである。平均として 3

エーカー（1.2ha）の土地を所有しており、約 1 エーカーで稲を栽培し、残りの 2 エーカー

でトウモロコシを栽培している。肥料は Block Farming のサービスとして食糧農業省から購

入している。農業機械についてはまだ購入しておらず、近隣の農家による賃耕サービスを

受けている。コメの収量はヘクタール当たり 18 から 20 袋（1 袋 83kg）、つまり 1.6 トンで

ある。20 袋の内 17 袋は販売用で、残りは自家消費用として保有している。販売価格は 1 袋

72GHS（精米）である。精米することで重量は約 7 割となるため、実際に販売するコメの

量は 17 袋の 7 割、つまり約 988kg となる。これを袋に換算すると約 12 袋となるため、販

売価格は約 857GHS となる。 

 賃耕サービスではディスクプラウによる耕起作業とハローによる砕土作業が行われる。

サービス料は耕起作業がエーカー当たり 30GHS、砕土作業が 15GHS となっている。サービ

スを提供しているのは隣村の個人農家である。種子はエーカー当たり 50kg の自家種子を撒

いている。肥料は NPK とアンモニアを施肥している。エーカー当たりの施肥量は NPK が

100kg で、アンモニアが 50kg である。価格はそれぞれ 50kg 当たり 39GHS と 35GHS となっ

ている。刈り取り及び脱穀作業は人力で行っている。 

 この地域では、肥料や農業機械が必要な時にアクセスできないという問題がある。天水

農業であるため、適期に作業を行うことが必要だが、農業機械については必ずしも適期に

アクセスできるとは限らない。また、農民組織として農業機械を購入する資金を確保する

のも難しい。 

 

５）ガーナコメ専門家協会（GRIB）：Paa Kwesi Forson 氏（AG. Executive Secretary） 

 GRIB はコメの生産、加工、流通にかかわる業者、研究者、政策決定者など、稲作開発に

かかわるあらゆるステークホルダーがかかわる組織である。2004 年に会社組織として設立

された。コメのバリュー・チェーン全体において開発を進めていく必要があるという共通

認識から、あらゆるステークホルダーを巻き込んだ組織にしている。184 の農民組織もメン

バーとなっている。GRIB では、これらのステークホルダーの代表者を集め、稲作開発にか

かわる政策的提案などを行っている。 

 稲作農家に対しては、ドナーからの資金でトラクターを供与したり、機材購入のための

銀行からの資金調達に関する指導などを行っている。 

 GRIB も活動資金を確保する必要があり、輸入米に対する 10%の関税を基にコメの開発基

金を設立することを提案している。現在、輸入米に課税はされているものの、基金の設立
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には至っていない。その一方で、GRIB としては必ずしも政府からの資金的支援に依存せず、

独自に資金を確保する努力をしている。 

 今後の農業機械の導入については、積極的に進めていくことが望まれる。しかし、圃場

機械に偏らず、収穫、収穫後処理など幅広く機械化を進めていく必要がある。現在、コメ

の収量はヘクタール当たり平均2トン程度であり、改善の余地は大きい。たとえば、ガーナ

では散播が一般的だが、播種機を導入し、筋蒔きをするべきだ。そうすることで単収は大

きく改善される。 

 

６）天水稲作持続的開発プロジェクト：辻下健二氏、吉野稔氏、竹本将規氏 

ガーナでは、北部と中部では稲作のアプローチが異なる。北部は水をためない畑地での

稲作であり、中部は水をためる低地での稲作である。このプロジェクトでは両地域でパイ

ロット活動を実施しているが、基本的に機械などの投入をできるだけ低く抑え、農業土木

や土壌改善などの栽培方法の改善を通して収量を上げることを目的としている。2012 年は

3 年目で 2 作期を終了している。当初は極めて粗放な農業を行っており、単位収量はヘクタ

ール当たり 1 トン程度であった。現在、プロジェクトで指導する中部地域の圃場では約 4

－5 トンまで上がっている。北部の収量は約 3 トンである。新しい技術を導入する農民も当

初の 200 人から現在約 1,700 人と徐々に増加している。 

現在プロジェクトとしては農業機械を積極的に導入することはしていない。ただ、将来

的には耕地の拡大も進み、自然に機械化も進んでいくと考えられる。プロジェクトではそ

うした動きに対し、情報を提供する程度の支援を行っている。機械のニーズが高まる可能

性はあるが、機械化に関するいくつかの課題もある。1 つはコストパフォーマンスである。

メンテナンスや修理、そして機械の更新などを考えると、適切な経営能力が必要とされる。

現在機械を導入している農民がどこまでそれを管理する能力があるか疑問である。また、

小規模農家の場合共同利用というやり方もあるが、そうした組織能力があるかどうかも疑

問だ。ちなみに、独立行政法人国際農林水産業研究センター（JIRCAS）が行った調査によ

れば、機械の稼動面積が 3ha 以上で、しかも 4－5 トンの単収がなければ収益は上がらない

としている。収穫後処理の機材のニーズは近年高くなっている。 

ガーナにおける農業において難しいのは土地所有の問題である。土地はチーフが所有し

ており、農民はそれを慣習的に借りているだけである。したがって、借りた土地への投資

がやりにくい。中部地域で行われる低地での稲作に関して言えば、現在稲作が行われてい

る低地は、かつては使いようのない土地であった。それを稲作地として使うようになった

ことで、地代が上がり始めている。 

賃耕サービスについては既に行われている。ただし、作付けを行っている土地が散在す

るため、賃耕サービスはやりにくい。農民組織の実態については個人主義的なところがあ

る。共同購入・共同利用を行っている組織はかなり少ない。 

－　－66
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